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令和３年第２回定例会（９月議会）

総務企画委員会（分科会）

会 議 の 概 要
書記 斎 藤 淳 子 録

招集年月日時 令和３年９月１０日(金曜日)

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 総務企画委員会室

本定例会（９月議会）における案件（委員会）

１ 請願第４５号

沖縄県名護市辺野古新基地建設工事の中止を求

める意見書の提出について

２ 陳情第７号

人道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄県本

島南部からの埋め立て用土砂採取計画」の断念を

国に要請することについて

３ 陳情第８号

特別定額給付金の再度実施について求める意見

書を政府に提出することについて

４ 意見書案（議員提出）

沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を沖縄県名護市

辺野古における新基地建設工事に使用しないよう

求める意見書

５ 付託案件以外の所管事項

本定例会（９月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１６８号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（総務部及びあきた未来創造部の関係部門）

２ 議案第１９０号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第６号）

（総務部及び企画振興部の関係部門）

令和３年９月１０日（金曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員及び分科会会議録署名員の指名

２ 審査日程

３ 総務部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

４ 議案第１９０号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第６号）

（総務部及び企画振興部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

書 記

議会事務局議事課 斎 藤 淳 子

議会事務局政務調査課

今 野 武 俊

総務部総務課 柴 田 穣

企画振興部総合政策課

田 中 紀 子

あきた未来創造部あきた未来戦略課

土 井 芳 晴

会 議 の 概 要

午前１１時３分 開会

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部次長 石 黒 道 人

財政課長 村 田 詠 吾

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

あきた未来創造部長 小 野 正 則

議会事務局長 千 葉 雅 也

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

委員長（会長）

ただいまから、総務企画委員会を開会します。

本日の委員会及び予算特別委員会総務企画分科会

を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。

第２回定例会９月議会を通して、委員会の会議録
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署名員には、原幸子委員、佐藤正一郎委員を、分科

会会議録署名員には、同分科員を指名します。

次に、審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しておりま

すので、これらをご覧ください。

審査日程案について、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

御異議ないものと認めます。

審査日程は原案のとおりとすることに決定されま

した。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがあり得ますので、あらかじめ御承知お

きください。

説明者交代のため、暫時休憩します。

午前１１時４分 休憩

午前１１時５分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部次長（兼）副危機管理監

山 木 將 弘

人事課長 伊 藤 政 仁

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

総務部関係の所管事項に関する審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

総務部長

【当日配付資料「職員の処分について」により

説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

佐藤正一郎委員（分科員）

資料の事案の概要の中に「県による事情聴取によ

り、当該職員は漏えいの事実を認めている。」とあ

りますが、この方は逮捕以降ずっと拘束されていた

わけで、いつどういう形で事情聴取を行って、事実

確認をしたんですか。

人事課長

５月の逮捕、起訴後、警察あるいは拘置施設等に

入っておりましたけれども、第２回の公判後に保釈

が認められまして、現在は自宅におります。

そうした中で、第２回の公判後に本人と連絡をと

りまして、改めて公判で話したような内容等につい

て話を伺い、入札等に関する秘密を情報漏えいした

事実を認めたことを確認しております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で総務部関係の所管事項に関する質疑を終了

します。

説明者交代のため、暫時休憩します。

午前１１時 ９分 休憩

午前１１時１０分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部次長 石 黒 道 人

財政課長 村 田 詠 吾

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

企画振興部次長 高 橋 一 也

市町村課長 藤 原 亨

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

本日追加提案された議案第１９０号のうち、総務

部及び企画振興部に関係する部門の審査を各部一括

して行います。

関係課長の説明を求めます。

財政課長



- 3 -

【議案〔２７〕及び提出資料により説明】

市町村課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は、各課一括して行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、本日追加提案された総務部及び企画振興

部関係の議案に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、９月２２日、水曜日、

予算特別委員会終了後に、委員会及び分科会を開き、

総務部関係の審査を行います。

散会します。

午前１１時１６分 散会
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令和３年９月２２日（水曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１６８号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（総務部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 陳情第８号

特別定額給付金の再度実施について求める意見

書を政府に提出することについて （質疑）

３ 総務部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

４ 請願第４５号

沖縄県名護市辺野古新基地建設工事の中止を求

める意見書の提出について （現況説明・質疑）

５ 陳情第７号

人道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄県本

島南部からの埋め立て用土砂採取計画」の断念を

国に要請することについて （質疑）

６ 意見書案（議員提出）

沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を沖縄県名護市

辺野古における新基地建設工事に使用しないよう

求める意見書 （文案検討依頼）

７ 企画振興部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

書 記

議会事務局議事課 斎 藤 淳 子

議会事務局政務調査課

今 野 武 俊

総務部総務課 柴 田 穣

企画振興部総合政策課

田 中 紀 子

あきた未来創造部あきた未来戦略課

土 井 芳 晴

会 議 の 概 要

午前１０時４４分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部危機管理監（兼）広報監

土 田 元

総務部次長 石 黒 道 人

総務部次長（兼）副危機管理監

山 木 將 弘

総務課長 菅 生 淑 子

秘書課長 門 間 兵 悦

人事課長 伊 藤 政 仁

財政課長 村 田 詠 吾

税務課長 小 林 伸 也

徴収特別対策室長 鈴 木 亮 一

広報広聴課長 中 嶋 由美子

総合防災課長 佐 藤 和 彦

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び予算特別委員会

総務企画分科会を開きます。

初めに、総務部関係の議案に関する審査を行いま

す。分科会では、議案第１６８号のうち総務部に関

係する部門の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

財政課長

【議案〔２４〕及び提出資料により説明】

人事課長

【補正予算内容説明書により説明】

税務課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説

明】

総合防災課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説

明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

杉本俊比古委員（分科員）

まず１つ、自治研修所や消防学校の改修工事のこ

とで、関連して伺いたいと思います。トイレの改修
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を行うという説明がありましたけれども、自治研修

所は、従来は宿泊して研修を受けるという形だった

と思います。今の感染症（新型コロナウイルス感染

症）に対応した研修の在り方として、今までの内容

と変わっているところはあるものでしょうか。

人事課長

自治研修所におきましては、随分コロナの流行の

波がございますので、その動向も見つつ、対面研修

を基本としておりますけれども、現状ではなかなか

行いにくいといったことも含めまして、実施時期の

繰下げですとか、あるいは外部講師の場合は秋田に

来てもらわずにリモートで研修をする、あるいはｅ

ラーニング教材を使うといったことで対応しており

ます。

もちろん所内においては、マスクの着用ですとか、

換気の徹底、人と人との距離の確保といった基本的

な感染対策を施しながら実施しているところであり

ますが、受講者から設備面での感染対策の徹底につ

いていろいろな声もありましたので、今回補正予算

で自動水栓化について計上させていただいておりま

す。

杉本俊比古委員（分科員）

今伺ったところでは、いろいろとオンラインなど

を応用しながら、順調に研修を実施できているとい

うことでよろしいですか。

人事課長

当初のスケジュール、あるいは手法は変えており

ますけれども、研修の狙いとしている部分について

は 様々な工夫を凝らしながら実施しているとい

ったところでございます。

杉本俊比古委員（分科員）

消防指導費に関しても同じような解釈でよろしい

ですか。

総合防災課長

基本的には同様です。消防学校ですので、どうし

てもオンラインでというわけにはいかず、学生を集

めて授業を行っています。その中でも、基本的な感

染症対策を施しながら、感染しないよう十分注意し

て授業を行っているところであります。

杉本俊比古委員（分科員）

コロナ対策に十分配慮しながら頑張っておられる

状況も伺っておりましたので、何とかコロナの影響

が発生しないように、よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、災害り災者見舞金のことでお伺いしたいの

ですけれども、この資料にあるとおり、７月１１日

からの大雨災害で給付件数、給付額が増えたので、

これからの対応に備えて補正予算を組むというお話

だったと思います。一つの考え方として、当初予算

が１,１２０万円ですか これは当初予算の話で

すけれども、通常は大体このぐらいの額があれば対

応できてきたものなのでしょうか。

総合防災課長

見舞金支払い用として当初予算額で１,２００万

円程度を確保したのは平成２２年度からでありまし

て、それ以降は基本的にはこの額の中に収まってい

るという状況です。ただ、例えば平成２５年の仙北

市田沢湖供養佛地区で土砂崩れがあった年とか、平

成２９年の県南で雄物川が氾濫して大規模な災害が

発生した年度などは、１,１２０万円どころではな

くもう一桁増えるような見舞金の額になっています

けれども、こうしたかなり大きな災害が発生した年

以外は、基本的には１,２００万円弱程度の額で一

応収まっているという状況でございます。

杉本俊比古委員（分科員）

この見舞金ですが、ケースによって違うかと思う

のですけれども、災害が発生してから見舞金が給付

されるまで非常に迅速性が できるだけスピーデ

ィーに支給することが求められると思います。そこ

ら辺の県の配慮の仕方について教えてもらえません

か。

総合防災課長

我々としても、できるだけ早く被災者の方々に見

舞金をお届けすることを心がけているところであり

ますが、事務手続の流れとして、市町村のほうで住

宅の被害状況の調査を行いまして、例えば住宅が半

壊したとか、全壊したとか、床上浸水として認めら

れるとか、そうした判断をしていただくところに少

し時間が掛かります。その調査結果のリストを管轄

する地域振興局に提出していただいて、それから我

々のところにリストが届いて、そこからかなり急い

で見舞金をお渡しするという流れになりますので、

一定程度時間は掛かるのですけれども、できる限り

迅速にやるということを心がけているところでござ

います。

杉本俊比古委員（分科員）

災害が起こらないことを祈るだけですけれども、

１０月は台風が大型化するといった傾向もあると聞

いていますので、もし災害が発生した場合には、市

町村との関係や地域振興局との関係もあると思うの

ですけれども、迅速に対応していただくようにお願

いして質問を終わります。

総合防災課長

そのように心がけてまいります。

島田薫委員（分科員）

先ほどの消防学校訓練施設等改修事業についてで

すけれども、最近は自動手洗い等の部品が入手困難

になってきているという話を聞いていますが、この

事業は予定どおり年度内に終える見込みですか。

総合防災課長
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我々もそのような状況であるということを伺って

はおりましたが、いろいろと業者と連絡調整をした

結果、十分に部品の供給は可能で、年度内の施工完

了は可能であるということでございました。

島田薫委員（分科員）

価格も予定どおりということでよろしいでしょう

か。

総合防災課長

正確なところは把握していない 要するに相場

がどのくらいか、私自身把握はしていないのですけ

れども、例えば価格が高騰しているといった情報は

今のところは承っておりません。

鈴木洋一委員（分科員）

関連で、これは誰に聞いたらいいのか分からない

けれども 県の施設はいっぱいあると思うのです

けれども、消防学校に限らず、ほかの県有施設の感

染症対策 自動水栓化などはどうなっているのだ

ろう。

財政課長

コロナ対策については、昨年度、それから今年度

の６月補正も含めて、まずは県民の利用が多い施設

を中心に対応を進めてきたところです。今のところ、

ほとんどの県有施設について対応できていると思っ

ております。学校のほうも、一部を残して自動水栓

化やトイレの洋式化も含めて、これまで対応してき

たところでございます。

鈴木洋一委員（分科員）

学校も含めてですか。

財政課長

はい。

鈴木洋一委員（分科員）

教育庁関係の施設も含めてですか。

財政課長

はい。

鈴木洋一委員（分科員）

ほとんどの施設で対応できているという理解でい

いのかな。

財政課長

今のところは、大概できていると思います。

住谷達委員（分科員）

引き続き同じところの質問をさせていただきます。

これは感染症防止対策として非常に重要な施策だと

感じておりますけれども、一方で例えば停電になっ

た際に、自動水栓であれば使えないという場面も想

定されると思うので、手動の水栓も一部残しておか

なければいけないと思いますけれども、そういった

ところを想定しながらの対応はされていますか。

人事課長

自治研修所に関して申し上げますと、全てを一斉

に自動水栓に切り替えるということではございませ

ん。自動水栓に切り替えるもの、それから正に委員

がおっしゃられたとおり、停電時の対応等といった

ことも考慮しまして、レバー式の水栓というものも

ございます。そういったものを組み合わせながら、

今回対応することにしております。

総合防災課長

消防学校も同様でありまして、全てを自動水栓化

するということではございません。極力学生が頻繁

に触るところを中心に自動水栓化を図るということ

でございます。

それから、一応非常用の自家発電機もございます

ので、電気が滞ることがないような対応もできてお

りますので、そうしたことを併せながら対応をして

いきたいと思っております。

住谷達委員（分科員）

昨今災害が激甚化している中で、いろんな場面を

想定しながらこういった施設の管理に努めてもらえ

ればと思います。県有施設に関してはいろんな場面

を想定しながら対応を行っていただければと思いま

すけれども 危機管理監もいらっしゃいますので

いかがでしょうか。

総務部危機管理監（兼）広報監

御指摘のとおり県有施設も当然ですし、それから、

災害が起きますと避難所の運営に関して、コロナウ

イルス対策というのが必要になろうかと思います。

この点につきましては、県で避難所のガイドライン

を作りまして、例えば感染の疑いが出た人を隔離と

いいますか 入ってもらう部屋であるとか、あと

密を作らないような避難所のレイアウトなどについ

て市町村に通知をしておりまして、市町村はそれに

沿って今避難所の準備をしているという状況でござ

います。御指摘に沿って進めたいと考えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

今の話に関連してですけれども、感染防止対策と

していろんな整備をすることはいいのですが、これ

は全て一般財源で対応しています。先ほどから話が

あった学校だとか、今まで様々な施設が関連してき

ましたが、こういった対応はこの後も全て一般財源

でやらざるを得ないのですか。

財政課長

昨年から行っているコロナ対策に対しては、国の

ほうでコロナ対応の各種交付金が措置されておりま

すが、それに足りない部分はいろいろとあります。

今回も事業者支援分の地方創生臨時交付金は飲食店

支援ですとか観光業の支援に充当することとしまし

て、ほかのこういったものは一般財源で対応させて

いただいております。不用額がいろいろ出てくるも

のの中で、決算時にはまた国庫の対象にするものも

ございますけれども、基本的には交付金の額以上に

コロナ対策を行っているという現状でございます。
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佐藤正一郎委員（分科員）

こういうのは秋田県特有のことではなくて、全国

的な国を挙げての大変な対策です。この機会に様々

な施設整備をやらなければいけないところについて、

もしこの後も全て一般財源を投じていかなければい

けないとすると、なかなか厳しくなってくると思い

ますので、そういった財源についても、今お話があ

ったように配慮していただきたいと思います。決算

時の対応もよろしくお願いします。

財政課長

コロナ対策について それ以外の地方創生に係

るものも全てなのですけれども 地方負担してお

りますので、そういう面については国への働きかけ

をしっかりしていきたいと考えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

いずれ、これは県だけではなくて、市町村のいろ

んな公共施設についてもこの機会にそうした見直し

が行われていて、コロナをきっかけに大きく生活様

式が変わったりもしているので、この後もひとつ引

き続き必要な措置は取っていただきたいと思います。

ちょっと質問を変えますが、税務総合システムの

改修について伺います。この資料を見ますと、シス

テム改修の目的については、条例（秋田県県税条

例）も改正され、今回国のほうから関連する申告書

様式の改正内容が示されて、いわゆる形が決まった

ことに対応するのですね。こういうことがあった場

合に、システムの改修というのは優秀な県の職員の

ところではできないのですか。

税務課長

このシステムは、先ほど申し上げましたとおり、

ＮＴＴデータ（株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ）が数年前に作成したものです。今のシステムと

いうのは各業者特有の技術といったものが全て入っ

ていますので、職員がそれをいじるというのはほぼ

不可能です。以前の昭和の時代に作られたシステム

は、ある程度の技術があれば県職員でも簡単な修正

等はできるようなものでしたけれども、今のシステ

ムはいわゆるブラックボックスのようなもので、仮

に県職員が何か操作をするというのは非常に危険な

ので、もうそこはやらない できないシステムに

なっています。

佐藤正一郎委員（分科員）

最近こういうデジタル化とか何かのシステム改修

というのが、いろんな分野で非常に出てきますけれ

ども、専門的な特定の業者しか改修できないといっ

た傾向がすごく見られる気がするのです。例えばこ

の場合だとＮＴＴデータがシステム開発業者ですが、

一種の特許みたいな、その業者しか対応できないと

いうことになっているのですか。全国的にそういう

状況だとすれば、膨大な事業費になります。こうい

った点はどうなのでしょうか。

税務課長

確かにおっしゃるとおり、ある業者に最初にシス

テムを作ってもらうと、ずっとその業者にお願いし

続けなければいけないというのが現実だと思います。

ただ一方で、デジタル庁も発足しましたので、シス

テムの標準的な仕様が公開されて、今後どの業者で

も参入できるような形になるとすれば、いわゆるベ

ンダー依存 ベンダーロックイン（特定ベンダー

（メーカー）の独自技術に大きく依存したシステム

等を採用した際に、他のベンダーが提供する同種の

システム等への乗り換えが困難になる現象のこ

と。）のような状況は改善されるのではないかと考

えております。現状では、まだそこまで行っていな

いということであります。

佐藤正一郎委員（分科員）

そうすると、これは国が様式を決めて、こういう

ふうに改修しなさいということですよね。そういっ

たところで予算の中身を見てみれば、６,０００万

円もの改修費について、全て一般財源でやらなけれ

ばいけないという財源構成になっています。こうい

ったものというのは、一種の押しつけみたいなもの

で、あとは自分のお金でやりなさいというのでは、

なかなか地方自治体は大変だと思うのです。こうし

た国の法律改正とかに基づくシステム改修について、

財源的に全て地方がかぶらなければいけないもので

すか。

税務課長

今はそのようになっております。そうしたところ

について我々も疑問を抱いておりまして、国への要

望として、国の制度改正による改修費を地方が負担

するというのは非常につらいので、財源的な支援も

頂きたいことと、それから、先ほど申し上げたシス

テムの仕様を標準化してほしいということを今年度

から国に要望しております。

佐藤正一郎委員（分科員）

確かに専門的なことなのでしょうが、仕様が決ま

っていて他の業者が直せないとなってくると、非常

に独占的なものになってしまって、相手に言われっ

放しの 費用についても実際この６,０００万円

の根拠は何だとなれば、結局は非常に曖昧なものだ

と感じます。今課長が言われたように、そうしたと

ころについてはこの後慎重にやっていかないと

あまりにもそういうシステムの委託などが多過ぎて、

どうなのだろうと率直に思った次第です。

税務課長

まず、我々としましては、先ほど申し上げたよう

に国に対して要望しておりますけれども、それが酌

んでもらえるのかどうか分かりませんので 一方

では昨年辺りからこうした改修については、言わば
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定額プランみたいな形で、追加の改修があっても追

加費用は要求しませんという商品を提案している事

業者もあります。ただ、クラウド化が必要であると

いった条件もありますので、今その辺の情報を収集

しまして、今後はなるべくこうした高額な費用が発

生しないように研究して、あるいは国のほうで措置

してもらえるように国に要望してまいりたいと考え

ております。

佐藤正一郎委員（分科員）

昨今の大手銀行のシステム障害ではないけれども、

便利になった一方で非常に複雑になって、結果的に

原因が分からない中でシステム障害が起きるという

ようなケースもあります。デジタル化の流れになっ

ていくのかもしれませんけれども、反面心配もあり

ますよね。まして担当している職員の方々が持って

いる情報や知識を超えたシステムになってくるよう

になれば、実際に運用する場合に非常に心配なとこ

ろもあります。そういった点では、これだけ様々な

分野でそういうシステムを作る企業などもあります

から、やっぱり独占とかではないようなものにして、

適切な競争をしながらもいいサービスを提供しても

らえるように、そういったことだけはきちっと基本

に据えて委託等もやっていただきたいと思います。

税務課長

事務を行う、あるいは発注する側としても、その

辺はしっかりと心がけてまいりたいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

関連してお伺いしたいと思います。今回の改修は、

単なる様式改正なので、中身としてはそんなに大変

なものではないような気がします。それからＮＴＴ

データにお願いしているところは、ひょっとしたら

秋田県だけではなく、他県でもあるのかなと思った

りします。前に入札の関係でしたか、何かのシステ

ムについて３県合同でやって、どこかの県が入札か

何かをまとめてやっているようなお話を伺ったよう

な気がしたのですが、こういったものであれば、秋

田県だけでなくても、例えば東北３県とか、そうい

う形でもできるものなのですか。もしできるとすれ

ば、ひょっとしたら合同でやった分経費が下がると

か、そういうことがあるような気がするのですけれ

ども、そこら辺はどうなのでしょうか。

税務課長

まず、様式改正は大した改正ではないということ

ですけれども、実務上はむしろ様式改正などの細か

い改正のほうが影響が大きいです。具体的には、様

式が変われば入力する画面構成がみんな変わってき

ますし、出力帳票も変わってきます。最近は単に税

務事務を補助するシステムということだけではなく

て、電子申告などのシステムと連携していますので、

そちらともそごを来さないようにちゃんと調整して

いかなければいけないということで、いろんな方面

に影響があります。様式改正というのは非常に実務

的な細かい部分の改正ではありますけれども、結構

ボリュームのある改正だと考えています。

あと、他県と一緒にというのは、ちょっと私は記

憶はないのですけれども、機器の共同利用とかクラ

ウド化、あるいはソフトウエアの共同利用をします

と、当然経費を抑えることにつながってくると思い

ます。

財政課長

多分６月議会で出た、情報セキュリティークラウ

ド事業の、７県で共同調達しているシステムの話が

記憶にあるのだと思います。そういう共同でできる

ものや、あるいは全国統一した、例えば住民基本台

帳のシステムのように全国で行うものとか、これか

ら共同化というのもだんだん進んでくると思います。

加藤麻里委員（分科員）

分かりました。

各県ともこういう改正があれば必ずこういった事

態が生まれるわけです。国のほうに要望を出してい

るということでしたので 人口の少ない県も多い

県も掛かる経費は同じだと思いますので、是非これ

からも国に強く要望していただきたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、総務部関係の議案に関する質疑を終了し

ます。

次に、総務部関係の請願はありませんので、総務

部関係の陳情等に関する審査を行います。

配付しております陳情等一覧表により審査を行い

ます。４ページをお開きください。

陳情第８号「特別定額給付金の再度実施について

求める意見書を政府に提出することについて」を議

題とします。

質問等ございませんか。

佐藤正一郎委員（分科員）

この特別定額給付金に関する陳情は、愛知県の安

城市の方から県議会に出されているわけですけれど

も 現状なり、実績については５ページに記され

ていますが、この内容についてもう一度、もし詳し

く分かればちょっと教えてください。ここに書かれ

ているのは去年の実績ですよね。

総務課長

そうです。去年の給付の実績になります。

佐藤正一郎委員（分科員）

この資料を今初めて見たので、もしよろしければ

ちょっと説明してください。

総務課長



- 9 -

分かりました。それでは、現況について御説明い

たします。

特別定額給付金ですが、こちらについては令和２

年４月に全国を対象に緊急事態宣言が実施される中

で、家計への支援を行うことを目的に実施したもの

です。基準日である令和２年４月２７日において住

民基本台帳に記載されている者に対し、１人につき

１０万円を給付したものです。実施主体は市町村で

あり、給付事業費及び事務費については、国が全額

補助しております。県内への給付済み金額は９７７

億６,７００万円であり、給付率は９９.８％になっ

ております。

以上です。

佐藤正一郎委員（分科員）

今回の陳情の中身を見ると、１０万円ではなくて、

今度は３０万円にしろということですね。

総務課長

そのように陳情されています。

佐藤正一郎委員（分科員）

では、去年の実績の３倍の給付で再度お願いした

いという陳情の趣旨ですよね。

総務課長

そのように理解しております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、総務部関係の陳情等の審査を終了します。

次に、総務部関係の所管事項に関する審査を行い

ます。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

総務課長

【提出資料「内部統制評価報告書について」、

「新行財政改革大綱（第３期）の令和２年度実績

及び評価について」及び共通資料「第三セクター

の令和３年度経営評価について」により説明】

財政課長

【提出資料「令和２年度決算に基づく健全化判断

比率・資金不足比率について」により説明】

総合防災課長

【共通資料「令和３年度政策等の評価の実施状況

について」及び「「～大変革の時代～新秋田元気

創造プラン」の骨子案について」により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

時間の区切りがよろしいので、ここで一旦昼食の

ため休憩をとりたいと思います。

再開は、午後１時３０分とします。

午前１１時５６分 休憩

午後 １時２７分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

午前中に御説明いただいた所管事項に関する質疑

を行います。

質疑は、各課室一括して行います。

杉本俊比古委員（分科員）

新行財政改革大綱のことでお伺いします。個票の

部分で申し訳ないのですけれども、指定管理者のと

ころを見ると、相当コロナの影響を受けているとい

うのが数字的にも感じられます。令和元年から令和

２年への落ち込み 提出資料の２２ページですけ

れども こういう内容を見ると、利用者からの利

用料金収入みたいなものも、指定管理をする上で全

体的に運用されているとは思うのですが、利用の落

ち込みで、何か指定管理者との在り方というか、そ

こら辺の県との関係で今見直さなければいけないと

か、そういったお考えがあったら教えてもらえませ

んか。

総務課長

コロナの影響によって指定管理の在り方を、今具

体的に検討している状況にはありませんが、指定管

理をしている施設で昨年度も少なからずコロナの影

響はありました。そういったコロナの影響をどの程

度受けているかというところは、今年度もこちらの

ほうでも聞き取りをしたり、把握してまいりたいと

思っております。

杉本俊比古委員（分科員）

この表の見方について、もし私が間違っていたら

教えてもらいたいのですけれども 前年度におけ

る行財政改革推進委員会の意見で「第三者評価制度

の導入を進めてほしい」と書かれていて、その意見

に対して、「これから指定管理の枠にとらわれない

で進めていきます 検討していきます」と書かれ

ていると私には見えるのですけれども、この部分が

今年度もまた同じ書きぶりになっています。第三者

機関から見れば、例えばこういうコロナの影響につ

いていろいろと見方が変わる部分 ポジティブに

見るのか、ネガティブに見るのかは分からないので

すけれども 指定管理を受ける側としてこういう

対応をすべきなのではないかとか、県からもう少し

支援してもらわなければいけないのではないかとか、
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そういうようなことについて第三者からの意見や助

言を頂けるのではないかと思うのですけれども、こ

の第三者評価制度のこれからの進め方をちょっと教

えてもらえませんか。

総務課長

そもそも指定管理者制度導入施設の評価について

は、利用者からの満足度調査等はありますけれども、

それも含め飽くまでも自己評価のみで行っていると

ころなので、指定管理者のサービスがどうだったか

については、もうちょっと外部の方の意見を入れた

ほうがいいのではないかというのが行財政改革推進

委員会の委員の方の意見でした。それについては、

指定管理者の施設の数も多いので、どうやったら外

部の方による評価制度ができるのかを今検討してい

るところです。

資料に「枠組みにとらわれず」と記載しているの

は、指定管理だけではなくて、先ほど説明した第三

セクターの施設についても、今は自己評価と所管課

評価、それからあり方検討会（第三セクターのあり

方に関する検討委員会）というような、言わば内部

の評価のみになっているので、そちらについても第

三者の視点を入れた評価にできないか検討している

ので、指定管理についてもそういった枠組みの中で

できないかも含めて書かせていただいたところであ

ります。委員がおっしゃるとおり、第三者的な外部

評価の中で、指定管理の在り方についての助言など

もいただけることもあるとは思います。

杉本俊比古委員（分科員）

こういう外部評価といった視点は非常に大事なと

ころだと思うので、これから少し前向きに検討して

いただければありがたいと思います。

ちょっと質問を変えまして、内部統制の評価報告

書について伺います。非常に残念な事例が発生した

ということで、今後の取組方針について伺いますけ

れども、この事案について、例えばこの後再発防止

をリードしていく立場というのは、やはり総務部

総務課になるのですか。

総務課長

全体的な仕組みづくりとか、そういった全体的な

ことは総務課で主導してやってまいります。ただ、

入札というところでいうと、建設部など関連する部

局の関わりも非常に大事になってきますので、直接

入札を担当する部局と十分に連携しながら、総務課

が主導してまいりたいと思います。

杉本俊比古委員（分科員）

事業部局だとか、振興局をはじめ地方機関だとか、

そういうところにコンプライアンスの徹底を呼びか

けなければいけない。相当、幅広くなると思うので

すけれども はっきり言うと、残念ながらコンプ

ライアンスというのは、何か事案が発生したときに

大いに呼びかけがなされて、ということが繰り返さ

れているように思うので、「今後はこのようにしっ

かり徹底していく」といった辺りの考え方を教えて

ください。

総務課長

先ほど委員がおっしゃったように、一度何か事案

が起きると、その都度コンプライアンス研修をした

り、通知を出したりということになるので、慣れに

ならないように、定期的なそういった仕組みは必要

だと思います。

それと、そういった事案を起こさない環境づくり

というか、チェック体制も必要だと思いますので、

職員の意識とそれを起こさないための環境づくりと

いう両面からしっかりやっていきたいと思い、総務

課としても環境づくりやチェック体制について新た

に盛り込むこととしております。

杉本俊比古委員（分科員）

我が自民党会派の議員が話ししていたのを頭に浮

かべながら伺うのですけれども 資料に、今後の

取組方針として、入室制限と、執務環境のオープン

化と書かれているのですけれども、非常にここら辺

のバランスが難しいと思います。県にいろいろ相談

をしたいだとか、助言をもらいたいだとか、そうい

うことを期待しておいでになるお客さんも多いです。

でも、残念ながらこういう事例があって、入室禁止

だとか、立入制限だとか、そういった残念な形にな

って、県民や事業者とあまり距離を置くような関係

になるのもうまくないと思うのです。そこら辺、こ

の取組方針の辺りを微妙にかじ取りするようなしっ

かりした考え方を整理して、いろいろな通知や研修

に反映させてもらいたいと思うのですけれども、ど

うですか。

総務課長

事業者や県民の方と距離ができるような対応にな

らないように、こちらも十分に事業課と連携してま

いりたいと思います。あとはそういった場合でも１

対１で対応しないことも重要だと思いますので、そ

ういったところも併せて徹底していきたいと思いま

す。

杉本俊比古委員（分科員）

以前もそうしたことがルール化されたと記憶して

います。何とかその繰り返しにならないように、ち

ゃんと継続した取組にしていただきたいと期待して、

質問を終わります。

佐藤正一郎委員（分科員）

新行財政改革大綱の第３期の評価についてですけ

れども、外部の皆さんの評価と自己評価が著しく違

うところが見受けられます。例えば５ページのとこ

ろですけれども、自己評価だとＡが３つで、Ｂが１

つなのに、外部の皆さんの評価はＢと表示されてい
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ます。いわゆる自己評価で、飽くまでも内部で評価

したときにはＡと評価が高かったけれども、外部の

方々はこれは全体的にＢだと評価されたと、こうい

う例です。次に、今度は１１ページを見ると 今

２つの例を挙げているのですけれども 自己評価

はＢが４つ、Ａが１つなのに、外部の評価はＡとな

っています。こういったところの違いといいますか、

内部では高い評価を おおむね順調だと評価して

いても、委員の方々は改善の余地ありという評価を

されるし、あるいは自己評価で改善の余地ありが４

項目なのに、委員の皆さんがおおむね順調、Ａと評

価しています。どういうわけでこうした違いが出て

くるのですか。

総務課長

外部評価というのは総合評価になりますので、例

えば５ページですと、個別の取組項目に対する自己

評価がＡが３つでＢが１つで、それで総合してこの

項目に対する評価はどうでしたかということになり

ます。一応評価基準としては、個別評価で１つでも

Ｂがあると、全体評価はＢになります。その基準に

照らし合わせると、５ページの場合は、自己評価で

Ｂが１つあるので、総合評価はＢになります。ただ

そうはいっても、外部委員（秋田県行財政改革推進

委員のこと。）の方たちもいろんな意見をお持ちで

あります。１１ページの、Ａは１つで、Ｂがたくさ

んあるのに、総合評価がＡとなっているのは、評価

基準でいうと本当はＢ評価になるケースなのですが、

外部委員の方たちがいろんな状況を勘案して、「非

常に頑張っているので、これはＡ評価でいいのでは

ないか。」というような判断があったようです。

佐藤正一郎委員（分科員）

そういった点で、私も５ページのケースは、１つ

でもＢがあれば全体的にＢ評価だというのは分かる

けれども、逆に１１ページの場合はＢが４つもあっ

て、Ａが１つしかなかったのに、外部の皆さんはこ

れをＡ評価とするというところが矛盾するのではな

いかと思ったのです。ほかのページを見れば、やっ

ぱりＢが多いとＢ、あるいはＡが多いとＡとなって

いるのに、こういうちょっと極端な事例があったの

で、こういったところをどう捉えるかを伺いたいの

です。

総務課長

私の説明が足りなくてすみません。

例えばこちらの広報の関係なのですけれども、設

定した指標について令和２年度の実績が目標値に達

しなかったことから自己評価はＢ評価になっている

のですけれども、委員の方々は、新型コロナウイル

ス感染症に関する情報発信を非常によく頑張ってい

ると捉えたことと、それからあきたびじょんＦａｃ

ｅｂｏｏｋページ（観光文化スポーツ部が運営する

ＳＮＳのこと。）のいいね（ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス等で用いられる、特定のコンテ

ンツに対する、好き、楽しい、支持するといった肯

定的な意味合いの意思表示のこと。）の数が自治体

の中でも非常に高評価を得ているというようなこと

を評価して、広報を頑張っているということで、総

合評価をＡにしたという意見を伺っています。

佐藤正一郎委員（分科員）

皆さんは、まだまだ改善の余地があると判断して

いるけれども、外部の皆さんが立派にやっていると

いうふうに評価してくれたとすれば、これは、ある

意味でうれしいことです。そういった点では、様々

な施策について、外部の意見も聞きながらそれを評

価していくという、これはこれでいいと思うのです。

実際は、これが次にどう生かされているのか こ

ういう形で評価の低かったものについて評価を良く

していくために改善していかなければならないので

はありませんか。とかくこういうものは、調書を作

って終わりになりがちですが、問題はこの調書で指

摘されたこととか、改善点を次の施策にどう生かす

かだと思うのです。それについては、内部ではどう

いう流れで、次の仕事に生かされているのですか。

総務課長

評価委員会（秋田県行財政改革推進委員会のこ

と）で意見をいろいろと頂いておりますので、それ

はもちろん所管課のほうにそのままお返ししており

ます。それから、評価委員会から意見を頂いたもの

については、「前年度こういった意見がありまし

た。」ということで調書にも記載して、それについ

てどうだったか どういった取組をしたのかを調

書にきちんと書き込むようにしているので、頂いた

意見をどう反映したかがちゃんと分かるような形で

システムを回しております。

佐藤正一郎委員（分科員）

一番大事なことは、そこだと思うのです。行財政

の仕事について、客観的な面も入れて評価を受けて、

改善するところはどこかということを次に生かして

いかないと、結局、評価調書を作って終わりみたい

になってしまいます。これは飽くまでも一つのプロ

セスであって、これを次の仕事に生かしていく必要

があると思いますので、是非ともそういう形で、次

につないでいく作業もしていただきたいと思います。

特に、これから新年度の予算編成とか、事業の検討

が始まる時期ですので、そういった意味では前年の

こういう結果を生かしてもらいたいと思います。

同じように、内部統制の評価について 国が示

している指針によれば、１つでも評価の低いものが

あれば大変厳しい内容になってしまうのですけれど

も、内部統制で評価されたことを次に生かすという

ことがないと、毎年ただ同じことの繰り返しでは良
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くないと思います。内部統制はまだ２年目の取組で

すけれども、是非とも日頃の仕事に生かすように

県庁全体の仕事ですから、これはむしろ課長より

も部長に伺って こういった評価をどう仕事に生

かしていくかについては、どういう指示をされたり、

方策を取っておられるのですか。

総務部長

この内部統制の評価報告書につきましては、きち

んと県庁内で情報共有して、再発防止に努めていき

たいと思います。こういった事務ミス等をどうやっ

たら防げるか、原因分析を各部局どのように行って

いるかについて内部の打合せもやりました。その中

で具体的にいろいろと引継ぎの問題ですとか、情報

共有の問題などが出てきております。各部局とも自

分たちのミスに対して、次にどうしたらいいのか、

自主的に考えていただいております。こういう取組

を絶えず続けていくことで、同じようなミスをしな

いというような形で組織づくりに取り組んでいきた

いと思います。

鈴木洋一委員（分科員）

新行財政改革大綱の実績評価に関連して伺います。

ちょっと細かい話なのだけれども、１ページの評価

結果ですが、令和元年度は２２項目中、Ａが１５で

Ｂが７なのに対し、去年は同じ項目数でＡが１４で

Ｂが８です。指摘された改善事項をちゃんと改善し

ていけば、本来であればＡの数が増えなければなら

ないと思うのですが、Ａの数が減ってＢが増えてい

るということは、これはどういうふうに解釈したら

いいのか。改善できなかった、あるいは、Ａであっ

たものの評価が下がってしまったということなのか。

改善すべきとされた指摘がきっちりと生かされてい

るのであれば、Ａの数は逆に増えなければならない

と思うのが普通の考え方だと思うのだけれども、そ

の辺はどうなのですか。これはちょっと意地悪な見

方なのかな。

総務課長

単純に言うと、Ａの数が１つ減っていた点につい

ては 全部コロナのせいではないのですけれども

多少コロナの影響もあったとは思います。

ＡからＢに下がった項目もあれば、逆にＢからＡ

に上がった項目もございます。ずっとＢの項目もご

ざいまして、なかなかそこは改善できていないとい

うところは、やはり反省しなければいけないところ

だと思いますし、それがうまく次の状況、改善に結

びついていないところがあることも事実かと思いま

す。

鈴木洋一委員（分科員）

それだと、今佐藤委員が言ったように、ただ評価

しただけでその結果が生かされていないということ

にもなりかねません。評価を次の年度の改善項目と

してきちんと生かしていって、きっちりと成果が出

るような評価でなければ駄目なのではないかと思う

のだけれども、そこはどうなのだろう。少し厳しい

かな。

総務課長

なかなか評価は難しいとは思っております。Ｂ評

価になった理由を聞いて、委員の方からは「そもそ

も目標設定が誤っていたのではないか。」といった

意見も頂いているので、この取組には適正な目標と

いうのも非常に重要だと考えております。例えば

「総合評価落札方式の推進」の取組項目はずっとＢ

が続いておりまして、「その点についてもうちょっ

と説明が欲しい。」と委員の方から言われまして、

状況を確認したところ、昨年度大雨で災害工事が増

えたが、総合評価落札方式は非常に時間が掛かるの

で、緊急的な工事については適用できないというこ

とでした。それに対して、「そういった緊急を要す

る工事は対象から外して、きちんと数値を出したほ

うがいいのではないか。」という意見を頂いたり、

広報についても「そもそもこの目標設定が適当なの

か。」といった疑問点も出されました。そういった

正しい適切な目標設定があって、初めてＰＤＣＡが

回っていくと感じております。

鈴木洋一委員（分科員）

いずれＡ評価であったものがＢに下がることのな

いように、きっちりと取り組んでいかなければなら

ないと思います。そこは全庁的な問題なので、総務

部のほうから全課に注意喚起というか、きっちりと

伝えたほうがいいと思いますので、お願いします。

総務課長

特にＢ評価が続いているところについては、こち

らのほうからも改善の余地が見られないということ

で、個別に対応してまいりたいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

新行財政改革大綱の第３期の４６ページのところ

ですけれども、男性職員の育児休業取得率が令和元

年の５.３％から令和２年度には２５.４％と非常に

伸びており、今までにないくらい効果があったとい

うことだと思いますが、どのような対策を講じてこ

のように劇的に変わったのか教えてください。それ

から男性職員の育児休業そのものは、秋田県庁の中

では 例えば女性の育児休業の場合はわかります

が、男性の場合はどこら辺までを育児休業を取得し

たとカウントされているのですか。

人事課長

まず初めに、男性の育児休業の取得に向けた取組

でありますけれども、昨年度におきましては そ

れ以前からですけれども 男性についても育児休

業を取得するようにいろいろな場面で働きかけを行

った結果、徐々に浸透しつつあるのだろうと思って
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います。昨年度については、主にそういった理由か

と思います。従来は、子供が生まれた職員に対して

働きかけを行っていたのですけれども、今年度から

は、子供が生まれる予定の職員の情報を早めにつか

んで、上司と本人に働きかけをするといったような

取組をしています。また、育児休業を取得しない理

由の一つとして、やっぱり経済的不安 減収にな

ることを懸念する声もありましたので、各職員がそ

れぞれの収入をシミュレーション 試算できるよ

うなシートを作りまして、そういったものを活用す

るということで、今年度も昨年度に引き続き順調に

増えてきているといった状況でございます。

それから、育児休業につきましては、出産育児に

関する休暇や休業制度はたくさんあるのですけれど

も、法律や条例に基づいて育児休業という制度を活

用した職員を育児休業取得率の分子としてカウント

しております。

加藤麻里委員（分科員）

つまり取得率というのは、例えば１日でも２日で

も育児休業として取得すればカウントされるという

ことなのですか。

人事課長

委員の御認識のとおりでありますけれども、育児

休業を取得するということになりますと、それが１

日であろうと、２日であろうと無給となり、ほかの

有給の休暇制度とは違う取扱いになりますので、そ

れを選んだということでいきますと、カウントはさ

れるといったことになります。

今年度につきましては、できれば１か月以上、短

くても１週間程度取得してほしいといった呼びかけ

は行っております。

加藤麻里委員（分科員）

分かりました。段階を踏んで、少しでも取りやす

く、かつ長いスパンで育児休業を取れるような方向

で進めていっているということだと思います。確か

に経済的な面で心配している方はいらっしゃるとは

思いますが、是非この後も、取りたい人が取れるよ

うな環境を周りから作っていってくださるように、

是非とも頑張っていただきたいと思います。

人事課長

そのように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。今年度の呼びかけに対しましても、職員の反応

として、「取りたいけれども、本当に取って良かっ

たのかどうか分からなかった。」といった話もあり

ますので、そういう意味ではまだまだ男性職員が育

児休業を取るのが当たり前といったところまでは行

っていないと思います。まずはそういった認識を高

めながら取得率を上げるということと、それから女

性に比べて育児休業の取得期間がまだまだ短いです

ので、取得期間の長期化といったことも併せて取り

組んでまいりたいと考えております。

住谷達委員（分科員）

新行財政改革大綱の１８ページの５―（２）につ

いてちょっと聞きたいのですけれども、これを見る

と、テレワークとモバイルワークを使い分けている

ような言い方に見えます。拠点があってそこで使う

のをテレワークといって、単に出張で使うのをモバ

イルワークといっているのか、そこら辺の認識をち

ょっと教えてもらいたいのですけれども、どういう

認識で使い分けているのですか。

人事課長

テレワークに関しましては、一般的には在宅勤務

が想起されるのですけれども、自宅に限らず職場の

外で使う部分についてはモバイルワーク、それから

ある拠点を設けて、そこで作業できるようにすると

いったサテライトオフィス、これらを総称してテレ

ワークといっていると考えておりますが、評価調書

では主に自宅用 在宅勤務といったことでのテレ

ワーク、外部で使えるといった意味でのモバイルワ

ークと、そういった使い分けをしていると思います。

住谷達委員（分科員）

昨年度のテレワークの実績を見ると、県外事務所

への長期貸与が１７台となっています。貸出実績も

延べ１７台となっていますが、そうなれば県外事務

所でほぼほぼ使ったということですよね。

人事課長

昨年度は、特に首都圏を中心として厳しい緊急事

態宣言等（新型インフルエンザ等対策特別措置法第

３２条第１項の規定に基づく緊急事態宣言のこ

と。）がございましたので、東京事務所などを中心

とした県外事務所にパソコンを貸与して、在宅で勤

務してもらいました。昨年度から引き続きになりま

すけれども、一つはパソコンを貸与する方式と、も

う一つは自宅のパソコンにアプリケーションソフト

を入れて庁内システムを利用する形の実証実験もあ

り、これも徐々に拡大しながら取り組んでいるとこ

ろであります。そういったパソコンの貸与方式です

とか、ソフトウエアの利用などの実証を通じて必要

な設備やテレワークの運用、服務関係、こういった

ところの課題の検証、それからどういった業務がテ

レワークに向いているのかを見極めたいと思ってお

ります。

住谷達委員（分科員）

東京とか県外の事務所であれば結構感染者が多い

ので、在宅でテレワークというのは分かるのですけ

れども、本庁では結局、こういったパソコンを使用

したテレワークの実績はないということなのかな。

人事課長

県庁のほうでも、コロナ対策ということで、時に

在宅勤務といった形を取っております。もともと母
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数として貸出パソコンは２０台しかございませんけ

れども、融通できる場合はパソコンを貸与するよう

な形で、本庁においても在宅勤務の対応を実施して

いるところでございます。

住谷達委員（分科員）

モバイルワーク用のタブレット貸出台数を見ると、

令和元年度が２０８台で令和２年度が４３台です。

少なくなったのは出張が少なくなった影響かと思う

のですけれども、ただ働き方という部分と、コロナ

の感染症の拡大 今は大分収束してきましたが

そういったところの状況を考えると、テレワーク

というのはやっぱりもう少し取組としてやってほし

いというところがあります。今そういった実証もや

られているというお話もありましたけれども、庁内

のシステムに入るにしてもセキュリティーの問題と

か多分いろいろとあると思うので、そこら辺はしっ

かりとやっていただきつつ、テレワークとかそうい

ったところをもう少しやっていただければと思いま

す。そこら辺、今後どういうふうに考えていらっし

ゃるか教えてください。

人事課長

委員のおっしゃるとおり、１つは感染症対応とい

う部分がございますし、また大雪等を含めた自然災

害時のＢＣＰ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕ

ｉｔｙ Ｐｌａｎの略。業務継続計画。）といった

対応においてもテレワークは非常に有効な手法だと

考えております。順次実証範囲を拡大しながら、全

庁的にテレワークの実証を行うことで様々な課題を

見極め、テレワークの拡大を図っていきたいと考え

ております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、総務部関係の所管事項に関する質疑を終

了します。

ここで、説明者交代のため休憩します。

再開は、午後２時１５分とします。

午後２時００分 休憩

午後２時１２分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

企画振興部次長 高 橋 一 也

企画振興部デジタル化統括監

坂 本 雅 和

総合政策課長 橋 本 秀 樹

市町村課長 藤 原 亨

デジタル政策推進課長

小 熊 新 也

調査統計課長 田 中 等

国際課長 小 松 弘 樹

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

企画振興部関係の議案はありませんので、企画振

興部関係の請願に関する審査を行います。

配付しております請願一覧表の１ページをお開き

ください。新規の請願であります請願第４５号「沖

縄県名護市辺野古新基地建設工事の中止を求める意

見書の提出について」を議題とします。

執行部の現況説明を求めます。

国際課長

【請願一覧表により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

請願第４５号について、質問等ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、企画振興部関係の請願に関する審査を終

了します。

次に、企画振興部関係の陳情等に関する審査を行

います。

配付しております陳情等一覧表により審査を行い

ます。１ページをお開きください。陳情第７号「人

道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄本島南部か

らの埋め立て用土砂採取計画」の断念を国に要請す

ることについて」を議題とします。

質問等ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、企画振興部関係の陳情等の審査を終了し

ます。

次に、議員提出の意見書案について申し上げます。

【書記、意見書案を配付】

委員長（会長）

石川ひとみ議員、加藤麻里議員提出の意見書案

「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を沖縄県名護市辺

野古における新基地建設工事に使用しないよう求め
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る意見書」の検討を、議会運営委員会から依頼され

ております。各委員におかれましては、１０月６日、

水曜日の討論・採決を行う委員会時までに、配付し

ております本意見書案の検討をお願いします。

次に、企画振興部関係の所管事項に関する審査を

行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

総合政策課長

【共通資料「令和３年度政策等の評価の実施状況

について」及び「～大変革の時代～新秋田元気創

造プラン」の骨子案について」により説明】

国際課長

【共通資料「第三セクターの令和３年度経営評価

について」により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する質

疑を行います。質疑は各課室一括して行います。

杉本俊比古委員（分科員）

ちょっと教えていただきたいのですが、賃金水準

の向上というのは、今非常に大きな政策テーマにな

るだろうと思うのです。新秋田元気創造プランの選

択・集中プロジェクトの中で、先ほど、都道府県の

賃金水準と社会動態に相関関係があると説明があり

ましたけれども、プロット図を見ても東京都と秋田

県しか分からないので、もう少し分かりやすく説明

していただけませんか。

総合政策課長

共通資料の２ページの左上のグラフになると思い

ますけれども、参考までに少しほかの県を申し上げ

ますと、秋田県の白丸の左下にあるのが青森県、右

下にあるのが長崎県となっております。それから、

この楕円形から唯一左上に外れているのが沖縄県で

ございます。東京都から少し左下に離れて３つ点が

ありますけれども、一番東京都に近いところが神奈

川県、その少し左が愛知県、そのちょっと右下が大

阪府という感じになっております。これは、賃金水

準として２０１９年６月の所定内給与と賞与などを

含めた計算で作成した表です。

杉本俊比古委員（分科員）

今内容を聞いて、非常に都市圏と地方圏とのバラ

ンスという、そういう意味で読み取れるというふう

に理解できました。もしかすれば説明の中にあった

のかもしれませんが、もう一回伺います。秋田県と

してどういうふうに持っていきたいのかを新プラン

の中に盛り込むことになると思うのですが、今何を

目指そうとしているか、どういう状況を参考にしな

がら目標にしていこうとしているのかを教えてもら

えませんか。

総合政策課長

この資料のすぐ下のほう、賃金水準の向上の欄の

真ん中ほどにある、３の秋田県の県民経済計算の表

の右側に書いてあるように、本県の労働生産性や県

内就業率は東京圏 東京圏というのは東京都、埼

玉県、千葉県、神奈川県のことですけれども と

比べて低いので、１人当たりの賃金の原資となる県

民所得の水準も低いです。よって、この２つの要素

を少しでも東京圏に近づけることが、ひいては１人

当たりの賃金水準の向上につながるというふうに考

えまして その下に書いてございますけれども

「１人当たりの県民所得の向上につながる取組」

ということで、現時点では労働生産性の向上につき

ましては生産性の拡大やコストの縮減 売り上げ

を増やしてコストを減らすという原則をより一層強

くしていきたいと考えております。もう一つの県内

就職率の向上につきましては、人口は減っていくの

ですけれども、働く人を少しでも増やしていこうと

いう考えで潜在的労働者の就業、あるいは離職者な

どの職種転換への支援などを行っていきたいと考え

ております。そういうことで少しでもトータルとし

て一人一人の賃金水準の向上につなげていきたいで

すし、それが最終的に人口減少の社会対策の克服と

いうものにつながるとに考えております。

杉本俊比古委員（分科員）

目標が非常に分かりやすくて、理解できました。

ただ、秋田に人を呼び込む上では、必ずしも賃金

だけではなくて、知事の掲げる高質な田舎というか、

秋田ならではの暮らしやすさみたいな要素もあろう

かと思います。そういう辺りはまた別のところに盛

り込まれていると思うのですが、そういったことを

私らも一緒に勉強して、知恵を絞っていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。頑張ってくだ

さい。

住谷達委員（分科員）

ちょっと杉本委員の質問に関連するところもある

のですけれども ９月に入ってから令和３年度の

県民意識調査報告書が配られたのですけれども、そ

の１５ページにある「重要課題として県に力をいれ

てほしいこと」のトップに来ているのが「若者に魅

力的な働く場の確保」で、これが本当に一番大事だ

と思います。賃金もすごく大事なのですけれども、

これが社会減の抑制や結婚、子育て、出産といった

ところにつながってくると思いますし、そこら辺の

課題をどう対処していくかが一番課題だと思うので

す。そこら辺は別の部署にもまたがるところだと思

うのですけれども、企画振興部総合政策課としては

どういうふうに捉えていらっしゃるのか教えてくだ

さい。

総合政策課長
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委員がおっしゃるとおり、県民意識調査では県政

の重要課題として力を入れてほしいことという設問

に対して、若者に魅力的な働く場の確保という回答

がここしばらく上位にきています。個別の自由意見

欄の記載内容などを見ても、「魅力的な」という部

分にはいろんな解釈が 例えば自分にフィットし

た企業だったり、自分のやりたいことが実現できる

会社だったり、いろんな要素があると思うのですけ

れども、その中でもやはり「秋田は給料が高くな

い。」という声もあります。そういうことも踏まえ

て、まずは一番大事だと思われるところに視点を当

て、それに正面から向き合って対策していくことを

一番に掲げております。

そのほかにも、企業の魅力や働く場の確保、また

就職だけではなくて、若い人たちが新たに業を起こ

す起業の条件など、様々な要素があると思います。

そういうことを考えていったりもしているわけです

けれども、トータルとして若い人に魅力的な働く場

の確保というのを第一に考えて進めたいと思ってお

ります。

住谷達委員（分科員）

今課長がおっしゃったこともそうなのですけれど

も、県民意識調査で「不十分」とか「やや不十分」

と回答している項目を見ると、働く上での条件

賃金とか、お金の部分が結構出ていると思います。

賃金を上げようとしても 今幾らか上がったわけ

ですけれども 企業にしてみれば、１０円、２０

円上げるのも結構大変だ、きついという話も聞いて

います。東京と同じくらいの賃金にしていくという

のも大事だと思うのですけれども 今課長もちら

っとおっしゃったと思うのですけれど、やっぱり県

内の企業の魅力をもっと小さいときから知るような

取組がもうちょっと必要だと思うのです。今コロナ

で非常に大変な状況が続いているわけですけれども、

一つ良かったと言ったら語弊があるかもしれないけ

れども いい点としてみれば、やっぱり県内回帰

が進んでいる 移動が制限されている中で、県内

のいろんな魅力を知ることができたことは非常に大

きいと思うのです。これが、コロナが収束して、い

ろんな移動制限などがなくなったときに、再び、就

職して東京のほうに行ってしまうみたいなことにな

らないような取組というのがもっと必要だと思うの

です。

なので、県内の企業の魅力を官民一緒になって、

もう少し強くアピールする必要があると思うのです

けれども、それについてはどういう 課が違うか

もしれませんが 総合政策課としてどういうふう

に捉えているか教えていただけますか。

総合政策課長

県内の企業の魅力を若い方々に伝えるというのは、

とても大切なことだと考えております。今でも高校

生などに職場訪問の機会ですとか、会社とのお付き

合いといいますか、そういう取組をしておりますが、

これを中学生からの取組としたり、あるいは今、秋

田県総合政策審議会のいろいろな部会で意見交換し

ている中で「小学生辺りから地元のいろんな企業の

取組などを知ってもらう機会があってもいいのでは

ないか。」などという意見も出されているようです。

これからますます労働力不足も懸念される状態にな

っていくと思いますので、小さい頃から身近にある

建物や会社、工場などを知る機会についていろんな

形で検討して、そうした取組にもっと力を入れてい

く必要があると考えております。

住谷達委員（分科員）

企業についてもそうですけれども、県内には魅力

的な、秋田にしかない文化やいろんなお祭りもあり

ます。そういったところを今だからこそもう少し知

ってもらい、それをどんどん積み重ねていくことが

重要だと思います。それは、小さい頃もそうなのだ

けれども、我々世代やもっと上の世代もしっかりと、

もう少し何か秋田をより知るような取組が求められ

ている感じがしますので、そういったところをもう

少し重点的にやっていただければと思いますが、ど

うでしょうか。

総合政策課長

各部と連携を取り合って、どのような施策を進め

ていけばいいかをこの新プランに １２月議会で

は草案をごらんいただこうと思っているのですけれ

ども 具体的に書き込んだり、それまでに我々の

ほうでもいろいろと検討しながら、この視点を忘れ

ずに進めていきたいと考えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

関連して伺います。まず最初に、資料の２ページ

にある、今行われている３期プランの評価を見てみ

ますと、一番大きな課題であった「秋田の未来につ

ながるふるさと定着回帰戦略」あるいは「社会の変

革へ果敢に挑む産業振興戦略」のこの４年間の評価

が結果的に非常に低い。この現実をどう受け止めて

いるかについては こういった部分の評価なり、

中身をどう点検するかという作業は、企画振興部で

はないのかな。それはどこになりますか。

次の計画を立てる前に、今年は、今まで４年間や

ってきたことの集大成の年ですけれども、結果的に

はＤという厳しい評価がされています。これは、結

果的に戦略として成果を生まなかったというふうに

見ていいのですか。

総合政策課長

委員がおっしゃるとおり、令和２年度の人・もの

交流拡大戦略とふるさと定着回帰戦略の政策評価は

Ｄとなりました。政策の総合評価をするに当たって
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は、その下に位置づけられている２８ある施策の総

合評価を参考にして、トータルで点数を付けていき

ます。その下には、更に３００以上の個別事業が関

連づけられておりまして、その一つ一つを点検して、

目標値に対しての達成状況などをそれぞれ確認して

トータルで見ており、単に点数を付けて終わりとい

うわけではありません。そういう中でも、一応最終

的に６つの戦略をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの評価に収め

ていくわけなのですが、今年につきましてはどの項

目も昨年度に比べて下がっている状況で、やはり様

々なところで新型コロナウイルスの影響といったも

のが確実に関係していると考えております。戦略４

の人・もの交流拡大戦略では、総合的な誘客力です

とか インバウンドもほとんどなくなっておりま

すし、そういうものが影響して、トータルで昨年度

は３.００だったのが今回は１.８３に下がっている

という評価になっております。また、戦略１のふる

さと定着回帰戦略も、このコロナ禍でなかなか結婚

や出生に結びつかないような状況が少しあったので

はないかということで、昨年度に比べ評価が下がっ

ております。

４年間の成果としましては、今年度も含めた全体

的な評価になると思うのですけれども、たとえコロ

ナがあったからといってもそれを言い訳にせずに、

１年１年きちんと数字で評価を出して、皆様からの

御意見を頂くという形にしているところでございま

す。

佐藤正一郎委員（分科員）

この評価の中身について、２ページ、３ページを

見ますと、例えば「女性や若者の活躍推進とワーク

・ライフ・バランスの実現」について、現実的にそ

ういう社会の動きになっていますから、Ａの評価が

出ています。それから、３ページの「農林水産物の

高付加価値化と国内外への展開強化」もＡです。メ

ガ団地だとか、サキホコレ（令和４年度から本格栽

培される秋田米の新品種のこと。）の開発だとか、

きちっと成果の出ているものは、やっぱりＡに評価

されているのです。「県土の骨格を形成する道路ネ

ットワークの整備」は、高速道路もだんだんつなが

ってきていることからＡ評価です。いろんな整備が

されていることについては、率直に評価しているの

です。こういう点を見ていくと、評価されない

どうしても評価が低いものは、それなりの理由とか

無理があって、目標値は掲げたけれど、そこに到達

するためのプロセスみたいなものがなかなか浸透し

なかったり、具体化しなかったりしているケースが

あるのではないかと思うのです。

これは今までの仕事で、今年度は来年度からの新

しいプランを作るのですが、この前の６月議会でた

たき台のような、方向性が示されました。そのとき

に、初めて賃金水準の向上がぼんと示されて、秋田

県はいろんな意味で所得が低いからそこを上げてい

かなければいけない、どうしても格差を是正してい

かなければいけないという具体的な話だったと思う

ので、大変皆さん興味を持ったのです。けれども、

例えばさっきの２ページにあるグラフを見ても、東

京の賃金も常に上がっていくわけです。秋田も努力

するでしょうが、東京圏と秋田県の差というのは

秋田だけが努力して水準を上げたとして、ほかの

都道府県はそのままの水準でいくのですか。例えば

今年度の最低賃金の引き上げ幅は全国平均で２８円

でした。秋田は、全国平均に２円プラスして、３０

円引き上げました。でも、この１年でようやく２円

上がって、このペースで頑張ったとしても、１００

円上げるのにまた５０年も掛かってしまう。そうす

ると、賃金水準を上げていくというのは 言葉は

いいですよ、何となく。でも、具体的にどうやって、

どのレベルまでいこうとするのかが見えてこないと、

計画の言葉だけが先行してしまいます。具体的に所

得を向上させるものでないと、県民は見ないような

気がするのです。ここら辺はどうですか。

総合政策課長

おっしゃるとおり、ほかの都道府県も決して何も

していないわけではなく、それぞれが大変な努力の

元に自分たちの地域を良くしようと頑張っています

ので、確かに秋田県だけが頑張って一方的に追いつ

くものではないと考えております。それぞれが創意

工夫しながら進めていくことだと思うのですけれど

も、一方で国は、地方創生の一環として東京一極集

中の是正などに取り組んでいます。秋田県だけ突出

して賃金水準の向上が図られるわけではないと思う

のですけれども、だからといって手をこまねいてい

るわけにもいきませんので、相対的な動きはあると

思いますが、まずは秋田県なりの努力を正面から頑

張ってみるというところが１つでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

県内ではいろんな方々が働いていますが、本社が

東京で、関連企業のある秋田で働いている方々の

極端に言えば例えばマスコミなどもそうですが

賃金レベルは、本社と同じ給与体系でやっていま

すから、東京と秋田でそれほど差がないのです。で

は、秋田で賃金水準が低いところはどこかとなると、

どうしても低所得な分野があるではないですか。ま

ずは、そういったところをいかに引き上げていくか

が必要だと思うのです。例えば公務員の皆さんの給

与にしましても、県内の経済動向等を考慮して人事

委員会などの評価で毎年決められていて、知事が上

げたいと思っても、お手盛りするわけいかない仕組

みになっています。今回、最低賃金が３０円上がり

ましたけれども、そこに更に上乗せでもしないと、
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なかなか格差は縮まらないのではないかという気が

します。

ですから、どういう分野の所得が伸びていないの

か、どういう産業が低賃金なのか、分野ごとに見て

いって、もっと分野を絞ってもいいのではないかと

思うのです。生産額の拡大やＭ＆Ａなど、どういう

方法を取ったら低賃金な産業分野の賃金水準を底上

げできるか、そういったところまで突っ込んでもい

いのではないか思います。賃金水準の向上という一

つのタイトルがあって、そこにたどり着くプロセス

としては、いろんな手法をもっともっと考える必要

があるのではないかと思うのですけれども、ここら

辺はどうなのでしょう。

総合政策課長

産業別に見た場合、一般的な統計などを見ますと、

やはり金融業などの賃金が高いのですが、この業種

は広がりがあるわけでもなく、地元のパイも限られ

ています。情報通信業などは、今、学生にすごく人

気があるようですし、統計でも賃金水準が高いと出

ているところです。こういうふうに産業別、業種別

に考えていくことも、一つの戦略としては有効だと

考えております。

また、なかなか難しいことではあるのですけれど

も、東京の会社で働くという形態を維持しながら、

秋田に住んでリモートワークをするという考え方も

出てきています。少しずつですが、これからは、東

京の会社の給料をもらいながら秋田に住むという形

態が出てくる可能性も大いにあると考えられており

ます。そういう新しい人の流れなどにも注目しなが

ら、様々な施策を考えていきたいと思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

ですから私は、賃金水準というより、県民所得を

上げていくという視点のほうがいいのではないかと

思います。

前に新プランのたたき台 方向性が出たときは、

「賃金水準の向上」と結構大きく書かれていて、そ

れが非常に目立っておったのですけれども、今回は

３つのプロジェクトの中の１つになっています。こ

こずっと 四、五十年という言い方は極端ですけ

れども 東北の状況を見ても、秋田県より人口が

少なかった県で、人口が秋田県を上回ったり、農業

生産でも 今秋田県も頑張っていますけれども

田んぼが少なく、条件の悪い農地しかなくても、

いろんな分野で頑張っている県もあります。今、秋

田県でもようやく米偏重から脱却して、様々なもの

複合でやっていこうという流れが出てきていま

す。米は米として大事ですけれども、いかにして農

家の所得を全体的に上げていくかに視点が移ってい

かなければいけないと思います。東京圏の１人当た

り県民所得が４００万円で、秋田県は２７０万円で

す。いくら秋田が暮らしやすいとか、物価が安いと

かいっても、この差はやっぱり大きいような気がす

るのです。

今はそれこそデジタル時代で、東京でも秋田でも

同じような環境で仕事ができるような産業があって、

例えばコールセンターなんかはまさしくそうです。

こうした分野で全国や世界とつながっていくとなっ

たとき、通信回線に余裕があるのはむしろ地方なの

ですから、地方でそうしたサービス業などが展開で

きる可能性も出てきます。

具体的に、５年間あるいは１０年間で県民所得が

もちろん賃金水準もそうですけれども 倍増

とまではいかなくても相当な形で上がるように、企

業活動などを応援 プッシュしていく内容をもっ

と盛り込んで、まさしく元気の出てくるようなプラ

ンになるように、もう少し内容を練ってほしいと思

いますが、どうでしょうか。

総合政策課長

大きく賃金水準の向上と言っておりますけれども

２ページの真ん中左側にグラフが３つあり、一

番下のグラフの左側が県民雇用者報酬となっていま

すが、これがいわゆる県民の賃金に当たる部分です。

これは数字上の問題でもあるのですが、上のグラフ

の真ん中にある県民所得が増えないと、県民雇用者

報酬も増えないという構造になっております。正に

賃金水準の向上は、県民所得の向上、ひいては県内

総生産 県内全体の財ですとかサービスとかの販

売額を増やしていくことに全てつながっていますの

で、そういう大きな見地から取り組んでいきたいと

思っていますし、新たなプランでもう少し県民所得

という概念の考え方を丁寧に述べていきたいと考え

ております。

島田薫委員（分科員）

賃金水準の向上に関連して、２ページの左の一番

下に書かれている「女性医師の離職防止や復職・キ

ャリアアップへの支援」について具体的に教えてく

ださい。

総合政策課長

ここに記載している「新たな取組等の例」につき

ましては、今後具体化していくということで、それ

ぞれの内容についてはまだ固まっていない状況でご

ざいます。委員から質問のあった女性医師の項目は

健康福祉部から聞き取った内容なのですけれども、

それは今県内の若い女性人口が流出していることと

も相まって、とても大事な視点ではないかと考え、

ここに記載したものです。詳細については次の議会

などでお示しできると思っております。

島田薫委員（分科員）

この項目は、女性医師が出産、育児などで離職し

て、その後復職する際に、例えば新しい知識や技術
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に関する教育をしながら復職の支援をしていく、あ

るいはいろんな資格を取得する中でキャリアアップ

への支援をしていく内容だと理解しました。具体的

にはこれからというお話でしたが、是非次のときに

は、実績の評価や目標を設定して、どういう計画を

立てていくのか教えていただければありがたいと思

います。

総合政策課長

所管している健康福祉部とよく相談して、取り組

んでまいりたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、企画振興部関係の所管事項に関する質疑

を終了します。

本日はこれをもって散会し、９月２４日、金曜日、

午前１０時から委員会及び分科会を開き、あきた未

来創造部関係の審査を行います。

散会します。

午後３時１０分 散会
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令和３年９月２４日（金曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１６８号（再掲）

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（あきた未来創造部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

２ あきた未来創造部関係の付託案件以外の所管事

項 （趣旨説明・質疑）

３ 議会事務局及び人事委員会事務局関係の付託案

件以外の所管事項 （質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

書 記

議会事務局議事課 斎 藤 淳 子

議会事務局政務調査課

今 野 武 俊

総務部総務課 柴 田 穣

企画振興部総合政策課

田 中 紀 子

あきた未来創造部あきた未来戦略課

土 井 芳 晴

会 議 の 概 要

午前９時５９分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

理事 陶 山 さなえ

あきた未来創造部長 小 野 正 則

あきた未来創造部次長

久 米 寿

あきた未来創造部次長

水 澤 里 利

あきた未来戦略課長 信 田 真 弓

高等教育支援室長 高 島 知 行

移住・定住促進課長 鈴 木 雄 輝

次世代・女性活躍支援課長

六 澤 恵理子

地域づくり推進課長 萩 原 尚 人

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

初めに、人事異動に伴い執行部説明者に変更があ

りましたので、新任の説明者の紹介をお願いします。

あきた未来創造部長

【新任の説明者を紹介】

委員長（会長）

次に、あきた未来創造部関係の議案に関する審査

を行います。

分科会において、議案第１６８号のうちあきた未

来創造部に関係する部門の審査を行います。

関係課長等の説明を求めます。

移住・定住促進課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説

明】

次世代・女性活躍支援課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説

明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

住谷達委員（分科員）

まずは、Ａターン就職強化事業についてお聞きし

ます。基本的なところから教えてもらいたいのです

けれども、Ａターンというのは、年代とか、男女と

か、職種とかいろいろあると思うのですけれども、

どの層に向けてやるものなのですか。

移住・定住促進課長

年齢層で区切っているわけではなくて、例えば企

業が特定の資格を持っている人材を求めているので

あれば、そういう資格をもった方になります。ただ

実際には、Ａターンされている方の年齢を見ますと、

２０代、３０代がＡターン就職者の約７割を占めて

います。

住谷達委員（分科員）

結局これはプロモーションといったことに通じる
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ものだと思うのです。こうした取組の場合、例えば

コンテンツを作るにしても何にしても 実際の県

の事業ではなかなか難しいかもしれませんが あ

る程度ターゲットを絞ってやるべきだと思うのです。

例えばＡターンでも Ａターン就職者が増えてい

るのか増えていないのかというのもあると思うので

すけれども いずれ、２０代、３０代が７割を占

めていることを考えれば、ターゲット層をある程度

絞って フォーカスしてやるべきだと思うのです

けれども、そこら辺はどう捉えていらっしゃいます

か。

移住・定住促進課長

今回の補正予算につきましても、まずはビジネス

マン層といいますか 様々な専門人材を含めて一

定の経験を有する人材を求めている企業もかなりあ

りますので、１つはそういった全体に向けて幅広く

ＰＲするため、ＪＲ等の交通広告を利用した呼びか

けを行うことを考えています。もう一つは、先ほど

申しましたように若者がそれなりの割合を占めてお

りますので、ユーチューブを使いながら、特に若者

層をターゲットにしたものを作っていきたいと思っ

ております。

住谷達委員（分科員）

ユーチューブを使ったＰＲを行うという説明です

が、これは、いろんな動画を見るときに最初に表示

される広告のことなのか、それともユーチューブの

一つのコンテンツのことなのか、どちらですか。

移住・定住促進課長

今考えておりますのは、ユーチューブ動画の前後

や途中に表示される広告やヤフーなどのトップ画面

に表示される広告ですが、最終的には企画提案で業

者の提案を受けて、最もターゲットに訴求する方法

を選んで実施したいと思っております。

住谷達委員（分科員）

ウェブ広告はいろいろなアルゴリズム（ウェブサ

イトの重要性や関連性を評価して、検索結果の表示

順を決めるプログラムのこと。検索アルゴリズムと

もいう。）に基づいて表示等のルールが決まるもの

だと思います。ターゲットとする層にダイレクトに

届けばいいけれども、Ａターンについてしっかりと

考えている人にきちんと届くような手法を 代理

店が実施するのかどうか分からないですけれども

一緒に考えてもらえればと思います。

ちなみに、コンテンツを作成するのは県内業者、

県外業者、どちらになりますか。

移住・定住促進課長

企画提案で決定することになりますが、県内に事

業所を有する企業というのが参加要件になると思わ

れますので、県内企業が単体で参加する場合も考え

られますし、大抵の場合は複数の企業がジョイント

（ジョイント・ベンチャー。複数の企業等が共同で

事業を行う組織のこと。）を組んで、その中に県内

事業者が参加するパターンが多いと思っています。

住谷達委員（分科員）

せっかくいいものを作っても、見てもらわなけれ

ば意味がないですし、広告を見て実際にＡターンす

る人が増えなければあまり意味がないと思いますの

で、そこら辺はしっかり考えてやってもらいたいと

思います。

質問を変えて、子育て支援情報発信強化事業につ

いて伺います。「いっしょにねっと。」（秋田県の

結婚・子育て応援情報 ウェブサイトのこと。）と

いうウェブサイトを見てもらうための取組自体はす

ごくいいと思うのだけれども、デジタルの取組に対

して、アナログ的な手法を用いることに違和感があ

るのです。個人的には、母子手帳をデジタル化しな

ければ意味がないと思うのです。根本的なところだ

と思うのですけれども、そういった辺りはどうなの

ですか。国では、去年かおととし辺りに母子手帳の

アプリ化を実施していた感じがするのだけれども、

そういったところは考えていないのですか。

次世代・女性活躍支援課長

御指摘の母子手帳アプリというのは、県内では６

市町村が導入をしておりまして、紙の母子手帳と併

用で活用しているところもございます。母子モ（株

式会社エムティーアイが提供する母子手帳アプリの

こと。）というアプリが最も使われているようなの

ですけれども 「モ」はモバイルの「モ」だと思

います 予防接種の情報を入力したり、いろんな

成長の記録を入力する機能が主体となっており、ど

ちらかというと市町村の導入が中心であるため、県

ではアプリの導入は現在のところは考えておりませ

ん。

住谷達委員（分科員）

子育てする女性も男性もそうだと思うのですけれ

ども、大体の方は今普通にスマホ（スマートフォ

ン）を持っているはずなのです。だから、これから

そこら辺を考えた取組というのをもう少しやっても

いいと思います。

今回のチラシを作るとか、ＱＲコードのついたシ

ールを作るという事業内容はすごくアナログな手法

だと感じます。そこにコストを掛けるより、デジタ

ル化すればもっと違うところにコストを掛けられる

はずだと思うので、これからもう少しそこら辺の取

組を考えてもらいたいのですけれども、どう捉えて

いますか。

次世代・女性活躍支援課長

現在県の子育て支援情報は、「いっしょにねっ

と。」で発信することが多いのですけれども、７月

に行ったアンケートの結果、ウェブサイトの認知度
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が低いことが分かっております。県のサイトの中で

は比較的アクセス数の多いサイトなのですが、アン

ケートでも、情報が探しづらいといった意見があり

ましたし、スマホで見る方が七、八割いらっしゃい

ましたので、今回の改修ではスマホで検索しやすい

ように、目的別、年齢別の検索用バナーを設けるな

ど、活用しやすいサイトにリニューアルすることで

対応してまいりたいと思っております。

住谷達委員（分科員）

分かりました。いずれ最初からこうしたアプリが

あればそれで済むと思うので、そこら辺も視野に入

れて今後やってもらえればと思います。そこら辺、

検討をお願いします。

加藤麻里委員（分科員）

Ａターン就職強化事業についてお伺いしたいと思

います。

今回、ユーチューブ等を使いながら仕事や暮らし

の魅力を紹介する動画を配信するということですが、

仕事や暮らしというのは、当然移住・定住に結びつ

く話だと思います。先日、移住・定住促進課のユー

チューブを検索してみたところ、チャンネル登録者

数は３５２人でした。これまでも何度か秋田の暮ら

し魅力発信ということでユーチューブで配信してい

ますけれども、その回数は多いときで８６５回くら

いで、決して多くはないのです。お隣の岩手県はど

うなのかと思って見てみると、いいねが２,４５２、

見ている回数も１８万２,０００回と、秋田県とか

なり差があります。本県の場合、もしかしたら自分

たちが発信したい内容と視聴者が求める内容に、結

構ずれがあるのかなと思います。内容等を研究しな

がらやらないと、なかなか実績に結びつかないとい

う気がしています。せっかくお金を掛けてやるわけ

ですので、より多くの方の目に届くように進めても

らいたいのですが、その点についてどうでしょうか。

移住・定住促進課長

今委員がおっしゃったとおり、確かにこれまでは

不十分な面があったかもしれませんが、今回の発注

に当たりましては、まずは多くの人の目に届くよう

にするというのが１点で、ＪＲの広告だと４億人に

リーチできる見込みで、ユーチューブにつきまして

も４３０万回の再生を見込んでおります。あとは、

どうやって見ていただくかにつきましては、確かに

これまではなかなか再生回数が伸びないという部分

がありましたので、例えばストーリー性のある内容

にするなど、視聴者に興味を持ってもらうような指

示を仕様書に盛り込みたいと思っております。

加藤麻里委員（分科員）

それから、Ａターンフェアについてですけれども、

これは参加する際に登録が必要なのですか。

移住・定住促進課長

対面での面談については、登録しないで当日来場

いただいても大丈夫です。ただ、オンライン面談の

場合は、システムで面談時間の予約をしますの、直

前まで受け付けてはいますが、一応事前予約を前提

にしております。

加藤麻里委員（分科員）

登録者数の推移と、その方たちが就職に結びつい

た割合を教えてください。

移住・定住促進課長

Ａターンフェアごとの就職者数のデータはないの

ですが、年間ベースでは最終的に４１６人の登録者

がＡターンしています。

加藤麻里委員（分科員）

せっかくの県の取組ですので、多くの方から見て、

活用してもらい、最終的に就職につながるように、

これからもサポートしていただきたいと思います。

県の報告書を見たのですが、正直少し分かりにく

いというか、これはこれとして１つの推移を示した

表なのでしょうけれども、ここから結果としてどう

いったものが導き出されて、この先どういう方向を

目指すのかについてももう少し具体的に分かるよう

に報告していただければと思います。この後は、推

移だけではなく是非方向性も含めてお願いしたいと

思いますがいかがですか。

移住・定住促進課長

今委員が言われましたとおり、できるだけ分かり

やすく、なおかつ効果が出るように工夫してまいり

たいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

それから、ユーチューブでＡターン登録企業のＰ

Ｒ動画の紹介もされているようですが、こういった

部分でも、例えば女性の活躍の様子をアピールする

など、企業にも頑張っていただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。

移住・定住促進課長

企業の採用力向上ということで、これまで様々な

ウェブ上の研修ですとか、インターンシップの質の

向上などに取り組んでおります。そういったものを

横展開して、企業ＰＲの向上につなげていきたいと

思っています。

加藤麻里委員（分科員）

こういった動画を通じて、女性が秋田で正職員と

して働き、暮らしていける 活躍できる場がある

ことをアピールすることも大事だと思いますので、

その点についてもよろしくお願いしたいと思います。

移住・定住促進課長

６月補正で、いつでもどこでも企業の若手社員と

意見交換ができる事業（若者への「秋田で働くこと

の良さ」発信事業）について予算計上していますが、

その中に、女性活躍企業の紹介ページを県のウェブ
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サイトに掲載する予算も含まれていますので、今後

はそうした点にも気を付けていきたいと思っていま

す。

島田薫委員（分科員）

児童会館安全安心確保事業について質問させてい

ただきます。

感染症対策としての換気ということになりますと、

例えば給気時と排気時の空気の流れといいますか、

どこから空気が取り込まれて、どういうふうに流れ

て排気されるのか、部屋全体の空気が何分で換気さ

れるのかなどについてのシミュレーションは検討さ

れているのでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

今回導入する熱交換型換気機器 いわゆるロス

ナイでございますけれども、建築物衛生法（建築物

における衛生的環境の確保に関する法律）によると、

１人当たりの必要換気量が毎時２０立方メートルの

ところ、この機器の換気量は毎時３０立方メートル

で、室温を変化させずに室内の空気と外気を十分に

交換できる機器となっております。

島田薫委員（分科員）

ロスナイが冷房時や暖房時の温度のロスがないよ

うにするシステムだということは理解しています。

それはそれとして、今回、感染症対策として換気機

能を強化するということですので、今お話ししたよ

うな空気の流れについてのシミュレーションの実施

も、是非検討していただければと思います。

次世代・女性活躍支援課長

十分検討させていただきたいと思います。今回の

導入機器につきましてはプラネタリウム室が展示室

の中にあり、外気との換気が十分でなかったため、

その点を改善するものでございますので、十分に改

善を図ってまいりたいと思います。

島田薫委員（分科員）

分かりました。

６月議会のときに、県議会議場で檀上の発言席に

パーティションを設けるか設けないかについて相談

を受けたのですが、そのときにも、空気がどこから

入ってきてどこに抜けるかという空気の流れや、室

内の空気を何分で換気できるのかという換気能力に

ついて、しっかり検討すべきだとお話をさせていた

だきました。

今回児童会館の事業でそうした検討ができれば、

議場にも応用できると思いまして、質問させていた

だきました。よろしくお願いします。

佐藤正一郎委員（分科員）

島田委員の質問に関連してですけれども、今回児

童会館でプラネタリウム室の換気を改善するのはい

いのですが、あの建物には子供の遊び場やホール、

劇場、トイレなどいろんな施設、設備があります。

児童会館全体のコロナ対策はどうなっていますか。

次世代・女性活躍支援課長

児童会館の新型コロナウイルス感染症対策につき

ましては、昨年度から実施しております。昨年度の

７月補正予算で空気清浄機を購入したり、指定管理

料の中からも消耗品を購入したほか、事業を実施す

る際に換気の徹底や定員削減などの対策を行ってお

ります。今回の予算につきましては、そうしたもの

を行った上で、新たに発覚した不十分な部分につい

て手当てするものでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

そうすると、今回のプラネタリウム室の改修で、

児童会館のハード部分についてはおおむね対応が終

わるということですね。

次世代・女性活躍支援課長

はい、そのとおりでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

分かりました。

Ａターン就職強化事業に戻りますが、先ほど加藤

委員からも質問がありましたが、まずはウェブ広告

を見てもらわないと、その後につながらないですよ

ね。今はどこの自治体でもこうした取組をやってい

ますので、関心を持ってもらうためにどのようにし

て見てもらうか チャンスを作るかという話にな

ると思います。先ほども話がありましたが、予算の

大部分が委託料で、プロポーザル方式か何かで企業

から提案を頂き、そこに委託してしまうわけですの

で、どういう内容で委託先の企業から実施してもら

うのかが、すごく大きな要素になると思うのです。

今までいろいろな委託事業を実施してきたと思いま

すが、今までのことを含めて、より見てもらえるよ

うに ターゲット層につながるために、どういう

工夫をするべきだと思いますか。

移住・定住促進課長

例えば仕様書に視聴回数の目標を明記するですと

か、あるいは、秋田の特色として、例えば持ち家率

全国１位ですとか、コロナの１０万人当たりの感染

者数が全国で一番少ないといった、全国の方からち

ょっと注目されるような具体的な内容を事業者に示

して、それに沿った提案をしてもらうのも一つの手

法だと思っています。

佐藤正一郎委員（分科員）

電車に乗りますと、電車内の画面にいろんな自治

体の広告がしょっちゅう出てきますが、そういった

中で関心を持ってもらい、サイトにアクセスしても

らうためには相当創意工夫がないと難しいと思いま

す。予算額の大半が委託料で、専門業者に委託する

となれば、委託業者の選定なり、あるいは発注の仕

方なりを重要視して取り組んでもらいたいと思いま

すので、よろしくお願いします。



- 24 -

今回の事業は、８月に予定していたＡターンフェ

アがコロナの関係で中止になったので、年末 い

わゆるお正月の時期に、企業と面談する機会を作ろ

うというものです。ふだんであればお盆やお正月の

時期は帰省者も結構多いし、若い方々もふるさとへ

帰ってくるので、そういった機会を捉えて、今まで

ずっとやってきました。今年は、この後コロナが収

束してくれば、対面での実施も大丈夫だと思います

けれども、なかなか状況が厳しい中で、企業とのふ

れあいの場をどう作っていくか、工夫が必要だと思

うのです。今の、オンラインブースへの皆さんの関

心度はどういうものですか。

移住・定住促進課長

今はコロナで会場に人を集めるのが難しいですし、

なかなか採用も難しい状況ということで、実際に今

年もオンライン対応をしていますので、企業側に関

しましては、かなり対応できるようになっていると

思います。

佐藤正一郎委員（分科員）

確かに最近いろいろなメディアを見ていますと、

企業の皆さんも積極的に自分たちの会社のことを紹

介する姿勢が見えてきたと思います。Ａターンフェ

アにも大いに参加してもらって、Ａターンを希望す

る方や県外に住む方々と秋田とのつながりができる

ように、取組を進めてほしい思います。この事業の

対象は、飽くまでも首都圏だけですか。

移住・定住促進課長

そのとおりであります。

佐藤正一郎委員（分科員）

そうすると、ウェブ広告の対象も首都圏とかにな

ってしまうわけですか。

移住・定住促進課長

そうです。その辺は設定の仕方にもよるのですが、

今のところは首都圏のユーザー向けに配信する方向

で考えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

先ほど４００人近いＡターン者がいるという説明

がありましたが、こういった方々は全て首都圏の方

ですか。それ以外の地域から秋田へＡターンしてく

るケースはあまりないものですか。

移住・定住促進課長

東京都在住の方が断トツで多いのですが、それ以

外にも神奈川県や埼玉県辺りがほとんどを占める状

況です。

それ以外にも、ふるさと定住機構（公益財団法人

秋田県ふるさと定住機構）が県内に暮らす家族向け

にテレビＣＭですとか、新聞広告を出すことにして

おりますので、それを見た県内の家族からの情報提

供もあると思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

私はアナログ世代なので、スマホとかネットなど

の広告については非常に疎いのですけれども 先

ほど、他の自治体では相当なアクセス数があったと

いう話が紹介されましたけれども、今や広告の手法

としては、テレビや新聞よりもネットの世界が大き

な割合を占めています。是非とも、企画提案に参加

する企業に対して、よりＰＲ効果があるような創意

工夫を更に求めて、そこら辺をしっかり精査して発

注してもらいたいと思います。

移住・定住促進課長

委員が言われましたように、去年辺りからこうい

った形のＰＲが非常に増えてきておりますので、こ

れまでのノウハウなどを生かし、更に工夫を凝らし

てやっていきたいと思っています。

加藤麻里委員（分科員）

関連して、もう一点お願いしたいと思います。

ここ数年こういった事業が非常に多くなっていま

すけれども、このような事業を実施できる企業は

県内企業が応募するのだと思いますが 県内に

何社ぐらいあるものですか。

移住・定住促進課長

これまでの実績を見ますと、大体四、五社ぐらい

はあると思っています。

加藤麻里委員（分科員）

こういう事業で企画提案競技を実施する場合、ど

ういう企業から応募があって、どこに決まったのか

という情報は公開されるものですか。いつも、何社

くらい応募があるのか気になったりするのですけれ

ども、そういった報告を今まで受けたことはないの

ですが、どうなのでしょうか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１０時３６分 休憩

午前１０時３６分 再開

委員長（会長）

再開します。

移住・定住促進課長

決定企業と応募者数は公開しております。

加藤麻里委員（分科員）

分かりました。そうすると、県のウェブサイトに

掲載されているということですね。

県のウェブサイトには非常にいろんな情報が詰ま

っているようですけれども、私も検索が下手で、目

的のページに行き着けない人の一人です。それで、

こういった比較をしてしまうのも良くないとは思い

ますが、都道府県によっては、必要な情報がトップ

画面にぱっと出ていて、非常に分かりやすいウェブ
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サイトもあるのです。そういう意味で、今回子育て

支援情報発信強化事業で「いっしょにねっと。」の

改修を行うということですけれども、「いっしょに

ねっと。」も含めた県のウェブサイトそのものの検

索のしやすさについても検討していただけたらと思

います。移住・定住分野だけでなく、必要な情報に

たどり着きやすいウェブサイトにしてもらいたいと

いうことをお願いしたいと思います。

移住・定住促進課長

県外の皆さんはもちろん、県民の皆さんにも分か

りやすい情報提供に努めてまいりたいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

情報提供の前に、検索しやすいかどうかなのです。

どんなにいい情報が詰まっていても、ぱっと見たと

きにクリックしたくなるような画面になっているか

どうかです。私だけの意見なのか分かりませんが、

県のウェブサイトは私にとっては非常に検索しにく

いので……。検討していただけたら、必要な情報に

アクセスできる人がもっと増えてくると思います。

杉本俊比古委員（分科員）

子育て支援のことで、１点伺います。

私もこの資料を見て、「いっしょにねっと。」を

のぞいてみました。サイトにはいろんな要素が掲載

されていて、総花的なというか 性格上どうして

もそうなるのでしょうけれども 県の政策では、

全国トップレベルの子育て支援に努めているという

表現が使われますが、何が全国トップレベルなのか

アピールをあまり感じないと思いました。

それから、子育て支援に 結婚支援もそうです

けれども 非常に力を入れている市町村もあるわ

けです。今、包括支援センター（子育て世代包括支

援センター）が県内の全市町村に設置されたという

話がありました。各市町村も独自に周知を図ってい

るとは思うのですけれども、そういう取組も「いっ

しょにねっと。」に載せられれば市町村も頑張りが

いがあると感じたのですが、いかがでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

全国トップレベルの子育て支援策を実感できない

という声もありますので、例えば市町村を通じて、

いろんな申請書に秋田県独自の支援であることをア

ピールする記述を入れてもらうなど、市町村と連携

しながら子育て世帯に県の支援策が伝わるような取

組を行っております。

また、「いっしょにねっと。」の内容についてで

すが、子育て支援情報の大きな部分を市町村の情報

が占めることになります。市町村の取組については、

市町村のウェブサイト等とリンクを貼らせてもらう

のですが、市町村に対して、情報が古くならないよ

うに適宜更新するなどの連携を再度お願いしたいと

思います。また、子育て支援に関する情報を目的別、

地域別に検索できるように「いっしょにねっと。」

の改修を行うに当たって、例えばどの市町村にどう

いった病児保育施設があるかなどの情報にすぐにた

どり着けるような工夫をしたいと考えています。

杉本俊比古委員（分科員）

トップページの検索用バナーに着目して、情報を

検索しやすくしようと取り組むのは非常にいいこと

だと思っています。何とか市町村の頑張りも取り込

んでもらえるようにお願いをして、質問を終わりま

す。

住谷達委員（分科員）

今の杉本委員の質問に関連してなのですけれども、

令和３年度の政策等の評価の実施状況で、施策１－

３の「結婚や出産、子育ての希望をかなえる全国ト

ップレベルのサポート」の総合評価はＥとなってい

るのです。せっかくトップレベルと言いながらも結

果が出ていないことを強く認識してほしいと思うの

ですけれども、そこら辺はどういうふうに捉えてい

ますか。

次世代・女性活躍支援課長

結婚、子育てに関する支援につきましては、重要

度の高い 県民意識調査で２番目だったと思いま

すけれども 取組ですが、そういった中で全国ト

ップレベルの支援についてなかなか実感を持たれて

いないことにつきましては、経済的支援は当然のこ

とながら、ほかの部分でどういった支援が必要なの

か検討してまいりたいと思っております。

住谷達委員（分科員）

やっているほうは「トップレベルですよ。」と言

っていても、結果が伴わないということは、その取

組が何か違うということだと思うので、そこら辺は

もう少ししっかり検討していただいて、様々な施策

を考えてもらえればと思いますので、よろしくお願

いします。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、あきた未来創造部関係の議案に関する

質疑を終了します。

次に、あきた未来創造部関係の請願、陳情等はあ

りませんので、あきた未来創造部関係の所管事項に

関する審査を行います。

執行部から発言を求められておりますので、これ

を許可します。

あきた未来戦略課長

【共通資料「令和３年度政策等の評価の実施状況

について」、「～大変革の時代～「新秋田元気創

造プラン」の骨子案について」、提出資料「あき

た未来総合戦略の進捗状況及び関連事業につい
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て」及び「多様性に満ちた社会づくりについて」

により説明】

高等教育支援室長

【議案〔２６〕、審議資料別冊「令和２年度公立

大学法人秋田県立大学の業務の実績に関する評価

結果」、「令和２年度公立大学法人国際教養大学

の業務の実績に関する評価結果」、提出資料「公

立大学法人秋田県立大学の令和２年度決算による

積立金等の使途計画について」、「公立大学法人

国際教養大学の令和２年度決算による積立金等の

使途計画について」及び「公立大学法人国際教養

大学の次期中期目標（素案）について」により説

明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する質

疑を行います。質疑は各課室一括して行います。

杉本俊比古委員（分科員）

私から何点かお伺いしたいと思います。

昨日の審査で、政策評価等に関して政策目標や事

業目標などが議論になったのですが、先ほどから御

説明いただいているあきた未来総合戦略の重要業績

指標 ＫＰＩに関して、まず１つ伺いたいと思い

ます。ＫＰＩには性格上、定量的なものも定性的な

ものもあることは分かるのですけれども 私なり

に理解をしたいと思って、あきた未来創造部が所管

しているところを見てみました。その中で、委員会

資料の７ページの「『関係人口』の創出・拡大」の

部分ですが、これは部としての大きなテーマの一つ

だろうと思うのですけれども、指標で挙げられてい

る「言語活動指導者養成研修への参加人数」とはど

ういうものか教えてもらえませんか。

あきた未来戦略課長

７ページの（１）、「関係人口」の創出・拡大の

（イ）、関係人口創出・拡大に向けた環境の整備・

充実の中の言語活動指導者養成研修への参加人数

（受講者及び講師、引率等）ですが、教職員支援機

構（独立行政法人教職員支援機構）が実施主体にな

っている研修に参加する人数ということで、受講者

ですとか講師、引率者の方の人数を目標値として記

載しております。

杉本俊比古委員（分科員）

２の「新しい人の流れづくり」の達成率を見ると、

ＫＰＩで目標値を達成したのが３項目、未達成が５

項目、未判明が３項目となっています。②の「秋田

暮らしを支える多彩な働き方を支援」の達成率は

４３３％と非常に高い数値となっている一方、数％

とかなり低い状況の項目もあります。今は新プラン

を考える時期でもありますし、アフターコロナ（新

型コロナウイルス感染症の収束後の社会を指す俗語

のこと。）に向かっていろいろと政策を見直す時期

でもあると思うのですけれども、こうしたＫＰＩの

考え方について、部内で議論することはあるもので

しょうか。

あきた未来戦略課長

委員がおっしゃった非常に実績が悪い項目、ある

いは全く事業が実施できなかった項目については、

人の交流という部分で、新型コロナウイルス感染症

の影響で事業が縮小、あるいは実施できなかったの

が大きな理由でありました。

それから、達成率が１００％を上回り、何百％と

なっている項目についてですけれども、「秋田暮ら

しを支える多彩な働き方を支援」以外にも達成率が

何百％となった項目がありまして 第２期あきた

未来総合戦略は令和２年度からスタートしています

が、その際に設定した目標よりも実績が非常に好成

績だったということです。２期戦略策定時はコロナ

の影響がなかったものですから、この戦略にはそう

した影響が反映されていない現状にあります。この

機会に新プランのほうに２期戦略を継承いたしまし

て、目標値も含めてデータ的なところは全て見直し

てまいりたいと考えております。

杉本俊比古委員（分科員）

コロナの影響でやむを得ない部分もあると思いま

すが、コロナと関係する要素を除いても、目標の達

成度合いなどを見るときに、少し見直す必要がある

と思います。県が単独で、あるいは市町村や民間と

一緒になって頑張って取り組んで達成可能なところ

に目標を置くのが、やりがいにもつながるし、非常

に妥当だと思いますので、そこら辺を少し検討して

もらえればありがたいと思います。

それから、１３ページに地方創生関連交付金を活

用した事業の実施結果が記載されていますけれども、

５番の男女イキイキ働きやすい職場づくり推進事業

だとかワーク・ライフ・バランス推進事業だとか女

性活躍・定着促進企業応援事業などの事業について、

令和３年度対応状況が終了と記載されています。地

方創生関連交付金が終わったわけではないので、今

年度この事業がどういう扱いになっているのか教え

てもらえませんか。

次世代・女性活躍支援課長

資料に記載している事業としては終了しています

けれども、別の事業名で新たな形で内容を充実して

展開しております。

杉本俊比古委員（分科員）

いずれこの中には、例えばコミュニティ生活圏形

成事業など この事業は幸い継続しているようで

すけれども 地域から事業継続について期待感を

持たれているものもありますが、県の課題として、

女性活躍推進という大きなテーマが終了したという
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ことではないですよね。

次世代・女性活躍支援課長

決して終わったのではなく、さらなる課題に対し

ての新たな事業展開ということで、今年度は別の事

業で取り組んでいるところです。

あきた未来戦略課長

地方創生関連交付金を活用した事業につきまして

は、基本的に事業期間が３年間となっていますので、

３年たちますと、重要なものについては新たに事業

化して申請する形になっております。委員がおっし

ゃられた地域づくりですとか、女性活躍に関しては

事業年度が終了した時点で、改めて新たな事業や拡

大といった形で申請してございます。

杉本俊比古委員（分科員）

分かりました。今、実際には事業を継続している

ということで、安心したところでございます。

ちょっと話は飛んで、国際教養大学（公立大学法

人国際教養大学）の件でお伺いします。経理内容で

はないのですけれども コロナ騒動の最初の頃、

学生を寮から退去させたというようなことがあった

と記憶しています。学生が本当に行き場を失ってい

るという相談に遭遇したこともあるのですけれども、

今はコロナ対策が全部措置されて、学生は寮生活も

含めてスムーズに過ごされているという理解でよろ

しいですか。

高等教育支援室長

昨年コロナの感染が拡大していく中で、キャンパ

ス内での感染拡大防止を図るということを第一の目

的として、昨年度の春の段階で学生を一度退去させ

ました。その後、国の新型コロナウイルス感染症対

策の交付金等を活用しながら、１年間掛けてキャン

パス内や寮の感染症対策を実施してまいりました。

その結果、今年の１月から学生の受入れを一部開始

して、その後徐々に学生の受入れを拡大しておりま

す。９月１日現在で約４００名の学生を受け入れて

おり、１、２年生のほとんどが学生寮あるいは学生

宿舎に復帰している状況でございます。

杉本俊比古委員（分科員）

今一部という言葉がありましたけれども、それで

は残りの学生はオンライン授業とか、そういう形で

やっているということですか。

高等教育支援室長

１、２年生のほとんどは、学生宿舎や学生寮に入

居しております。そのほかの上級生になるとオンラ

インを活用している学生もおり、特に４年生等にな

りますと併せて就職活動も行っていくことになりま

す。

杉本俊比古委員（分科員）

国際教養大学の業務の実績に関する評価結果で、

感染症への対応としてアクションプランを策定した

ことが成果として触れられていますけれども、新型

コロナ対応という意味では県立大学（公立大学法人

秋田県立大学）も同様でしょうから、そこら辺は県

立大学でもしっかり対応しているということでよろ

しいですか。

高等教育支援室長

県立大学でもそういったコロナ対応に関する方針

を立てております。両大学とも、感染状況により学

内の対応をそれぞれマニュアル化して、必要に応じ

て随時学生に周知をしている状況でございます。

杉本俊比古委員（分科員）

学生がＰＣＲなどの検査を受ける動きというのは、

大学ごとに違うものですか。それとも、同じように

対応しているのですか。

高等教育支援室長

大学としてＰＣＲ検査を受けてもらいたい学生の

層を決めておりまして、学生寮や学生宿舎に入る学

生たちに関しましては、学生寮、学生宿舎に入る前

にＰＣＲ検査を実施しています。

あと、ＰＣＲ検査ではないのですけれども、両大

学とも職域のワクチン接種を行っている状況です。

ワクチン接種に関しては、秋田県立大学は秋田大学

（国立大学法人秋田大学）、教養大学は赤十字病院

（日本赤十字社秋田赤十字病院） ここには看護

大学（学校法人日本赤十字学園日本赤十字秋田看護

大学）があります といったように、他大学と連

携して実施しています。ワクチン接種を希望する学

生を会場までバスで送迎するなど、大学全体として

取り組んでいるという状況でございます。

住谷達委員（分科員）

多様性に満ちた社会づくりについてお伺いします。

先日能代の県立高校でいじめの問題が出てきて、そ

れ以前にも大館かどこかであったと思うのですけど、

いじめは本当に若者 児童にとってすごく大きな

問題で、これ以外にも、外に出ていないだけで大な

り小なり多分いじめはあると思うのです。知事も会

見か何かで、新条例（秋田県多様性に満ちた社会づ

くり基本条例（仮称））を制定していじめの防止に

努めていくといった発言をしていたと記憶している

のだけれども、条例の中でいじめはどのような位置

づけになるのか教えてください。

あきた未来戦略課長

学校内あるいは大人の世界でも、いじめという行

為は発生しているものと認識しています。個別のい

じめ防止の条例（秋田県いじめ防止対策推進条例）

もございますが、そういったことも含めて全体を包

括するものとしてこの条例の制定を進めてまいりた

いと考えております。

住谷達委員（分科員）

県民アンケートにおける主な意見にも、「大人を
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見て成長するにつれ、子どもも同じように多様性を

拒否したり差別したりする傾向が強くなってくる」

という記載があり、いじめというものを社会全体と

して考えるべきで、しっかりと取り組んでいかなけ

ればいけないと思うのです。いじめがエスカレート

すると重大なことにも発展するだろうし、それは本

当に不幸なことだと思うので、しっかり防止しなけ

ればいけないと思います。そこら辺をしっかりと認

識して条例を作っていただければと思うのですけれ

ども、どうでしょうか。

あきた未来戦略課長

実際にいじめという行為に及ぶ前段階に、無意識

だったり、偏見を持っていたりといった認識がござ

いますので、できるだけそういった認識を解消する

理解を促進するようなことを全体的に進めてい

きたいと思います。いろんな類型ごとに分かりやす

くそういったものを示して、啓発していきたいと思

っております。

住谷達委員（分科員）

今課長がおっしゃったように、分かりやすくとい

うのは本当に大事なのだけれども、なかなかこれが

難しいと思います。子供にとって分かりやすいこと

と、大人が分かりやすいことは違うと思いますし、

そこら辺をどう理解してもらうかが重要だと思うの

で、そういったところをしっかりと取り組んでもら

えればと思います。

別の質問に移ります。私大変不勉強で申し訳ない

のですけれども 国際教養大学の次期中期目標の

素案についてなのですが、応用国際教養教育という

言葉を初めて見て、これは何だろうと思いました。

これはもともとあった言葉ですか、それとも新しく

作った言葉なのでしょうか。

高等教育支援室長

これは、新しい概念として、今国際教養大学が進

めようとしている教育です。今まで国際教養大学で

は、国際教養教育に取り組んでまいりましたけれど

も、それを更に一つ進めまして、授業で学ぶものの

ほかに、学生がいろいろな企業や地域社会の活動に

積極的に関わることで、授業で学んだことを現実社

会で応用していくという考え方です。

住谷達委員（分科員）

そうであれば、この概念がこれからの国際教養大

学の特色として認知されるように取り組んでいくの

だと思います。今の話を聞くとすごくいいことだと

思うのだけれども、応用国際教養教育自体、初めて

聞く言葉だと思うので、認知されるまでの過程がす

ごく難しいと思うのです。そこら辺を地域や学生に

認知してもらうためにどのような努力をする考えで

いるのですか。

高等教育支援室長

委員のおっしゃるとおり、応用国際教養教育とい

う言葉を聞いてもすぐには分かりづらいということ

もありますし、今この言葉を使っているのは国際教

養大学だけでございます。国際教養大学では今後こ

の考え方を特色にして、ほかの教養教育をやってい

る大学とは一つ違うということを打ち出していこう

としております。まだこの考え方を取り入れ始めた

ばかりですので、まずは学生に もちろん教員も

ですけれども 浸透させて、その後、高校生にも

国際教養大学の特色ということでアピールできるよ

うな形で、この考え方を１つの軸として今後展開し

ていけるように情報発信等をしていきたいと考えて

おります。

住谷達委員（分科員）

こういう言葉を聞いて、共感してもらうような発

信の仕方というのがすごく大事だと思います。もと

もとリベラルアーツ（ひとつの専攻を学ぶのではな

く幅広い分野を横断的に学び、教養を身につけるこ

とを重視する教育課程のこと。） 教養の部分は

国際教養大学の略称であるＡＩＵにも入っていない

のですが、今ここでようやくリベラルアーツが表に

出てきたと感じます。リベラルアーツというのは日

本の国際的な教育の中でも非常に重要な観点だと思

うので、そこら辺をしっかりと認識して発信してい

ただきたいと思います。

佐藤正一郎委員（分科員）

多様性に満ちた社会づくりに関する条例の骨子が

示されていますけれども、振り返りますと一番最初

は去年のコロナのことがあってから、知事も「差別

を禁止 防止しようという条例を作りたい。」と

発言されていました。それが、だんだん幅が広がっ

てきたというか、いわゆる多様性 最近よく言わ

れる言葉です になってきましたが、かえって分

かりづらいのではないですか。この条例の目的を、

差別の禁止や防止に絞ったほうがいいという話はな

かったのですか。去年初めて知事が記者会見で差別

防止に関する条例をつくる方向を出されてから、現

在の形に変わってきた背景として、どういうことが

ありますか。

あきた未来戦略課長

変わってきたといいますか、コロナによって世の

中で様々な状況が引き起こされている現状もござい

ます。この条例は、差別の禁止について理解促進を

図るために、皆さんの行動規範として示すことを予

定していますが、その中で、「こっちは禁止して、

こっちは禁止しなくていいか。」とか、あるいは

「禁止までしなくてももうちょっと呼びかけが必要

なのではないか。」とか、様々なことが考えられる

と思います。議員の皆様や有識者会議でそういった

ジャンルに関して御意見を頂きながら、その点につ
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いて考えていきたいと思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

先ほども、いじめの問題なんかも包括的にこの条

例に含まれていくという説明がありましたが、個々

の条例なり、指針みたいなものが様々にあったけれ

ども、それを更に包括的に、多様性に満ちた社会づ

くり基本条例の中で、全体的にまとめていくという

流れなのかと思うのですけれども、そうした方向で

いいのですか。

あきた未来戦略課長

委員おっしゃるとおり、そのような方向で実際に

条例がきちんと制定されているものもございますし、

そうでない 法律、条例から漏れ落ちているよう

な分野などもございます。そういったものも含めて、

その時代に一番必要なものに対応していく必要があ

ると思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

流れは分かりました。

逆に範囲が大きくなって、中身が非常に曖昧にな

ってしまっても困るので、資料にも様々な具体的な

例が挙げられていますけれども、この後の条例制定

に向けては、そういう具体的な例が分かるように示

していっていただきたいと希望します。

次に、国際教養大学の業務の実績に関する評価結

果についてです。これは毎回言われることのように

思うのですが、業務の実施状況について「県内出身

入学者の増加に向けた取組が求められる」と記載さ

れていますが、これは、どれくらいの目標に対して、

実績が少ないと評価されるのでしょうか。また、県

内の入学者が少ないことには、どういう背景がある

と捉えられていますか。

高等教育支援室長

まず、県立大学ですけれども、目標が……

佐藤正一郎委員（分科員）

国際教養大です。

高等教育支援室長

すみません。失礼しました。

国際教養大学の入学者数の目標に関しましては、

学部入学定員の２割以上としております。目標が

３０人ということになりますが、近年は２３名から

２８名の間で推移しているということでございます。

国際教養大学では、県内の生徒のみを対象としたグ

ローバルセミナー入試というものをやっております。

これは、グローバルセミナーに参加していただき、

そこでレポートを提出していただいて、あとは面接

等を行うというものですけれども、この入試に関し

ては合格者が伸びている状況です。

（※２９ページで発言訂正あり）

一方、一般入試については合格者が出ていないと

いう状況にございます。グローバルセミナー入試と

ともに、こういった一般入試にもチャレンジしても

らうような働きかけ、情報発信はしていきたいと考

えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

県内の高校生の志願者は相当数いるわけですか。

いわゆる倍率というか 学力的に入試を突破する

のがなかなか厳しいというのが率直な理由ですか。

あるいは、志願者数そのものがそう多くないのです

か。

高等教育支援室長

先ほど言いましたグローバルセミナーに関する志

願者は一定数ございます。ただ、一般入試に関して

は、志願者数自体が少ないという状況です。

佐藤正一郎委員（分科員）

グローバルセミナー入試については、今までの経

緯から、そうした県内枠で学生を確保しようという

ことで設けた制度だったような気がします。でも、

一般入試の志願者が少ないということは、合格ライ

ンが高い 厳しいというか、なかなか県内の受験

者は一般入試をクリアできない状況下にあるという

ことなのでしょうか。実際、県内の方の一般入試の

倍率はどれくらいなのでしょうか。

委員長（会長）

質疑の途中ですが、昼食のため休憩します。

再開は、午後１時１５分とします。

午前１１時５３分 休憩

午後 １時１４分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

午前中に引き続き、あきた未来創造部の審査を行

います。

高等教育支援室長

午前中にお話ししました発言で、一部訂正がござ

います。

県内入学者の目標数を先ほど３０名と言いました

けれども、入学定員が１７５名ですので、定員の

２０％ということで３５名に訂正いたします。大変

申し訳ありません。

（※２９ページの発言を訂正）

次に、午前中の質問に対してなのですけれども、

令和３年出願者数の総数が１,４８５名で、そのう

ち県内出身者数は６９名、率にしまして４.６％に
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なります。全体の合格者数について申し上げますと、

１,４８５名中２５３名の合格者を出しております。

これをパーセンテージにしますと１７％、県内出身

者だけ抜き取ると、６９名に対し２６名合格という

ことになりまして、３８％程度の合格率でございま

す。いずれにしましても、県内出身者の出願者数を

上げていく取組を、国際系学部の魅力ですとか、あ

るいは今年４月に新しい領域（グローバル・ビジネ

ス領域、グローバル・スタディズ領域及びグローバ

ル・コネクティビティ領域のこと。）を新設しまし

たので、そういった学びの内容等をＰＲしながら、

少しでも多くの生徒に国際教養大学を受験してもら

えるよう、県内の各高校、生徒にＰＲ活動を行って

いきたいと考えております。

佐藤正一郎委員（分科員）

２６名の合格者のうち、特別枠の合格者は何人ぐ

らいいるのですか。

高等教育支援室長

特別選抜と一般選抜で分けて考えますと、特別選

抜が２４名、一般選抜が２名ということになります。

佐藤正一郎委員（分科員）

一般選抜だけでみるとすると、県内出身者の合格

率は非常に低いのだよね。だから特別選抜枠がなけ

れば、もっともっと県内出身の学生の数が少なかっ

た可能性があったのですよね。一人でも多くの皆さ

んに頑張ってもらえるように、これはこの後の課題

だと思いますので 状況は分かりました。

加藤麻里委員（分科員）

先ほどの多様性に満ちた社会づくり基本条例につ

いて伺います。

これがこのまま条例の名称になるということでは

ないと思いますが、私は、多様性に満ちた社会づく

りというよりも、社会は本来、多様性に満ちている

もので、そうあって当然のものだと思うのです。

「多様性に満ちた社会づくり」というよりも、「社

会が多様性に満ちていることを認め、互いに支え合

う社会づくり」とか、さっき佐藤正一郎委員がおっ

しゃったように、当初の「差別のない社会」といっ

たネーミングのほうがすごく分かりやすかったと思

います。今、オリンピック以降というか、多様性と

いうものが非常に これは、ある意味ポジティブ

な言葉なのかもしれませんし、ほかの県でもそうい

う形で条例を作られているところはあります。ただ、

今県が打ち出している名称についての矛盾といいま

すか 社会は本来多様性に満ちているものであり

ながら、なかなかそのことを認識できていなかった

とか、それをうまく理解できないことで差別につな

がるとか、そういうことだと思います。社会が多様

性に満ちていることを認めて支え合うとか、何か１

つ言葉があったほうが、この条例の必要性や、条例

を作る意義などが非常に分かりやすくなるのではな

いかと感じているところです。

この条例を作る場合も、方々で会を開催して意見

を聞いているようですけれども、これからどういっ

た形で当事者の意見をくみ上げていくのですか。会

議等における主な意見の中にもそうした意見があり

ますし、多分今後そういう取組も行われると思うの

ですが、その点について教えていただけますか。

あきた未来戦略課長

多様性に満ちた社会づくりについてでありますけ

れども、委員のおっしゃるとおり、社会は多様性に

満ちた現状ではあるものの、それが理解されていな

いことで差別が生まれているのだと思っております。

それを解消して、多様性に満ちた、お互いに認め合

う社会づくりをしていきたいという趣旨でございま

す。

また、当事者に関しましては、多くの人が集まる

会議等に出ていただくことが、御本人の意向や事情

により難しい場合もございますので、我々のほうか

ら個別に意見聴取に伺うこととして、今盛んに予定

を組んでいるところでございます。

加藤麻里委員（分科員）

こちらから出向くのももちろんですし、当事者の

方で「こういう部分について意見を述べたい。」と

いう方がいれば、是非希望も取りながら広く声を集

めて、いい条例にしていただきたいと思います。

それと条例の名称についてですが、先ほど課長が

おっしゃったことはもちろん分かるのですが、その

ネーミングとして「多様性に満ちた社会づくり」と

いうのは、あまりにも主語と述語的に……。しかも

多様性と言う言葉は、生物にも使ったりしますよね。

ですので、ちょっと長くなってしまうかもしれませ

んけれども、人間の 自然も入っているのかもし

れませんけれども 多様性という意味において、

もう一言入れていただくなり、若しくは、多様性に

満ちている現状の中で起きている差別を良い方向へ

向けたいという話ですから、「多様性を認め合う社

会づくり」という名称にするとか、何かそういった

一工夫をしていただけたらと思っています。検討の

中に入れてください。

あきた未来戦略課長

御意見を参考にさせていただきながら、有識者会

議などでもそういったところをお聞きしてまいりた

いと思っております。

加藤麻里委員（分科員）

続けて、大学のことでお伺いしたいと思います。

先ほど県立大学、それから国際教養大学について

の説明がありましたが、設備を自動水栓にするなど、

コロナ対策が様々に行われていると感じました。

学生や職員の中に感染者が出ることを想定してコ
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ロナ対策のマニュアルを作っていると思います。実

際学生にはその都度周知徹底しているというお話で

したけれども、そこの部分について、仮に感染者が

出た場合、そのマニュアルどおりにうまく進んだの

か、そしてマニュアルに不備な点はなかったのかと

いった検証はしていますか。それから感染者が出た

場合、メール等で職員とか学生に様々な情報を提供

すると思いますが、そういった場合の情報提供の在

り方はどうだったのか かえって混乱することは

なかったのかなど、そういった部分について検証し、

更に次のマニュアルに生かしたり、大学間でマニュ

アルの共有というか、情報交換をしていますか。実

際に自分の学校で感染者が発生したときに 役に

立つと言えば変ですけれども 生徒や職員が混乱

しないようなマニュアルであることが大事だと思う

のですが、その点についてはどのような形になって

いるでしょうか。

高等教育支援室長

おっしゃるとおり、マニュアルを作成してそれで

終わりというわけではなくて、状況に応じて随時見

直しております。大学として特に周知を図らなけれ

ばいけないこととしては、キャンパス内で感染拡大

のおそれがある場合に関しては、何としてもそれを

食い止めるためのいろいろな周知を行っていくとい

うことになります。マニュアルには、感染者が出た

らどうするのかというところも細かく定めておりま

す。授業はどうするのか、あるいは課外活動はどう

するのか、寮生の行動はどうするのかといったとこ

ろについて、段階に応じて、どういう行動をするべ

きなのかをマニュアルに落とし込んでおります。そ

して、そのマニュアルを基に、随時その時々の感染

状況に応じて学生に周知を図っていくということで

すので、日々の県内の感染状況、あるいは大学が置

かれている状況等に従って学生に周知しているとい

うことでございます。

あと、県内それぞれの大学がそれぞれの考え方に

従ってマニュアル等を作っているわけですけれども、

県立大学、国際教養大学とも、ほかの大学からも情

報を得ながら、随時マニュアルをより現実的に効果

があるものにするため見直しをしているところでご

ざいます。

加藤麻里委員（分科員）

そうすると、例えば学生に周知しているつもりで

あっても、マニュアルで定めた内容が学生若しくは

職員にとって効果のある適切な指示だったのかは、

実際に対応してみた後でないと分からないですよね。

そうした情報や学生等の声は非常に大切なものだと

思います。そういった部分について、各大学がそれ

ぞれやっているとかではなくて、アンケートを基に

した改善点などを各大学の危機管理 コロナ対策

担当の方たちが共有して、大学で感染者が出た場合

に、学校として更に良い形で対応できるようにして

ほしいと思います。そういう形の会議などの機会が

時折持たれているという理解でよろしいのですか。

高等教育支援室長

コロナ対策の会議については、国際教養大学、県

立大学とも頻繁に行われております。県内の感染状

況が変わったときですとか、あるいは県のコロナ対

策本部（秋田県新型コロナウイルス感染症対策本

部）からいろいろと発信される情報を基に、大学と

してリスク度合いが高まったという状況があれば、

随時学長を含めた会議を行って、その時々の大学と

しての方針を決めているということでございます。

委員のおっしゃるとおり、いろんな声を酌み上げて、

大学としてどのように行動していけばいいかに関し

て、今後も引き続き、随時やっていく必要があると

考えております。

加藤麻里委員（分科員）

トップの方たちの共通理解も大事ですけれども、

学生とか、勤務している方たちに迷いが生じないよ

うに、是非、学生の不安などそういった部分の声を

酌み取って、この後も対策等を講じていただきたい

と思います。

高等教育支援室長

ダンスイベント関連のクラスター事案があり、大

学でも学生からコロナの感染者が出たましたが、こ

ういったときには学生の声も聞きながら、マニュア

ルの更新 見直しを行っているところでございま

す。

加藤麻里委員（分科員）

ちょっと話題を変えまして、国際教養大について

伺います。

所管の資料の３４ページですが、現行の中期目標

には「２、国際化の推進、（２）アジア地域等との

交流拡大に向けた取組の推進」という項目がありま

すが、次期中期目標にはこの項目がなくなっている

ように思います。国際教養大では、前はアジア地域

に重点を置いていろいろな取組をされていた気がし

たのですが、その点についてお伺いしたいと思いま

す。

高等教育支援室長

国際教養大学においては、アジア推進機構（アジ

ア地域研究連携機構）を中心にアジア地域との交流

等を推進してきたということがございます。アジア

地域をそういったターゲットにするというのは、今

後も変わりはございません。ただ、アジア地域限定

ではなくて、世界各国を対象に交流を推進していく

ということで、少し表記の仕方を変えたということ

でございます。

加藤麻里委員（分科員）
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分かりました。

この６月にモンテ・カセム学長が就任されました

けれども、この方はどの程度の頻度で学校にいらし

ているのでしょうか。

高等教育支援室長

カセム学長に関しては、基本的にはこちらのほう

に居を構えるということで進めておりますので、平

日は主にこちらに滞在すると考えております。

加藤麻里委員（分科員）

私たちもまたお会いする機会もあるかもしれませ

ん。非常に期待しておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

以上で終わります。

鈴木洋一委員（分科員）

多様性に満ちた社会づくりについて伺います。

条例の全体像は大体分かるのですけれど これ

から条文の各論に入っていくのだと思うのですけれ

ども、例えば、資料２０ページの（２）に差別等の

禁止と、体言どめでうたっているわけだけれども、

これに反した場合の罰則規定はあるのですか。

あきた未来戦略課長

この条例は、基本条例として制定したいと考えて

おりまして、罰則は設けない想定としております。

一つ一つの差別というのは十人十色で、行った側と、

受け止める側でそれぞれ違うところがあると思いま

すので、一つ一つに関するジャッジはなかなか難し

いと思い、罰則は設けません。

鈴木洋一委員（分科員）

差別の判定というのは、今いみじくも課長がおっ

しゃったように、例えばハラスメントだって、いわ

ゆる加害者側はハラスメントだと思っていなくても、

被害を受けたほうから見て「これはハラスメントで

すよ。」ということがいっぱいあるわけだよね。条

例で定めたとしても、その辺の差別の判定というの

はどうするのだろう。

あきた未来戦略課長

まずは、この条例の基本理念を県民に理解してい

ただいて、できるだけ県民一人一人が問題意識を持

つことにより自分自身で判断していただくというこ

とがあると思います。ただ、気がついていないとい

った無意識の部分もございますし、偏見もございま

すので、資料の（６）にある指針でできるだけいろ

んな類型を定めて、こういう事例はちょっと良くな

いとか、こういうところに配慮すべきといったこと

を示して、理解を促進していこうと考えております。

鈴木洋一委員（分科員）

いずれ条例の制定に反対するわけではないけれど

も、言ってみれば理念条例になるのでしょうけれど

も、条例が先走って ちょっとオーバーな言い方

になるのかもしれないけれど 告発社会になるよ

うな条例だと困るのではないかという心配があるの

で、その辺のところはきっちりと踏まえた上での条

例の制定であってほしいと思うのですが、どうです

か。

あきた未来戦略課長

委員がおっしゃるとおりです。ただ不法行為とな

れば現行法で訴えることもできますので、その前段

の部分で、いろんな差別を解消するための県民の皆

さんの理解促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

鈴木洋一委員（分科員）

ひとつよろしくお願いします。

それともう一つ、企業版ふるさと納税について伺

いたいのですけれども、私は今年の２月議会の総括

審査でふるさと納税について取り上げたことがあっ

て、今回、企業版ふるさと納税が資料に載っていた

ので、企業版についても若干調べてみた。企業版ふ

るさと納税は、損金算入が企業にとってまた有利に

なったことで、全国的に見て一時よりもかなり利用

が増えて、令和２年度は全国で１１０億円ぐらい寄

附金が集まったようです。令和２年度の各都道府県

の実績をみると、１億円とか受領している県もある

ようだけれども、秋田県は１,９８０万円

２,０００万円弱で、全国的に見ても大体それぐら

いの額なんだよね。全県 市町村も含めた秋田県

全体の昨年度の受領額をみると６,８００万円ぐら

いで、全国的に見てそんなに多いほうではないので

す。隣の青森県は１０億円ぐらいもらっているのに

対して、一番少ないのが秋田県と山形県で、市町村

の分も合わせて大体６,８００万円です。

他県と比べて、秋田県はふるさと納税も企業版ふ

るさと納税も利用が少ないのだよね。この

２,０００万円弱という実績は、秋田県としては頑

張っていると思いますよ。頑張っているほうだと思

うのだけれども、せっかく秋田県出身の菅総理が作

ってくれたふるさと納税制度を、肝腎の秋田県がう

まく活用できていないというのは、非常に問題があ

るのではないかと思います。県も市町村も財政難だ

と言いながら、ちょっと頑張れば増やすことのでき

るこういう制度を生かし切れていないというのは、

ちょっとどうだろうと思うのですけれども、その辺

はどうですか。

あきた未来戦略課長

企業版ふるさと納税の実績でございますが、令和

２年度の都道府県のデータを見ますと、寄附件数と

しては本県は全国１０位、寄附金額としては１２位

となっております。市町村で見てみますと、令和２

年度寄附件数は全国２６位、寄附金額は３３位とな

っております。確かに委員のおっしゃるとおり、財

源として非常に期待が持てる制度ではありますけれ
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ども、企業とのつながりをベースに、事業に理解を

いただいて寄附金を頂戴するという仕組みになって

ございます。それぞれの市町村等の考え方もあると

は思いますが、できるだけ制度を有効に活用できる

ように、私どもも啓発してまいりたいと考えており

ます。

鈴木洋一委員（分科員）

いずれ、個人のふるさと納税制度と違って、企業

の場合は返礼品を提供できない制度になっているの

で、返礼品で釣るというわけにはいかないのだけれ

ども 自治体サイドが企業と相談して、企業の理

解をもらった上で寄附してもらうという制度になっ

ているようなので、そこら辺の手間は掛かるのだけ

れども、寄附金をもらったからといって、地方交付

税を減額されるということでもないのだし、返礼品

も要らない、自治体の純粋な収入になるわけですか

ら、市町村ももうちょっと頑張ってそうした企業を

積極的に探すべきだと思うし、県としてもどんどん

市町村に働きかけるべきだと思うのです。どうもそ

の辺が秋田県は 全てに関してそうなのかもしれ

ないけれども こういうことに対して非常に積極

性が足りない。それが県全体的な元気のなさといっ

たらいいか 昔からよく秋田県人の「ひやみこ

ぎ」（秋田弁で、面倒くさがりを表す言葉のこ

と。）だの「えふりこぎ」（秋田弁で、見栄を張っ

たり、自慢げで生意気な態度を表す言葉のこと。）

だのと言われるわけだけれども、その辺がこういう

ところにも象徴されると感じるのです。やっぱり、

県としても、もうちょっと各市町村を後押し、アド

バイスして、積極的に取り組むように働きかけても

いいのではないかと思うのですが、どうですか。

あきた未来戦略課長

企業版ふるさと納税は、企業の社会貢献について

企業側に訴え、御理解いただき、寄附していただく

制度になっておりまして、各自治体では、その自治

体の出身の社長だとか、あるいは何かの関連でつな

がりのある企業にお願いをしているのが現状だと思

います。

コロナの影響で動きが鈍いところもございますけ

れども、県としても財源としてとても有望な制度だ

と認識していますので、我々のほうからも市町村側

に、それぞれの市町村がどういった寄附を受けて、

どういった事業をやっているのかを含めて啓発しな

がら、制度の利用を促進してまいりたいと考えてお

ります。

鈴木洋一委員（分科員）

よろしくお願いします。

原幸子委員（分科員）

関連して伺います。

ちょうど鈴木委員からお話のあったふるさと納税

のところで １９ページ、参考資料３ですが

大手化粧品メーカーのアルビオン（株式会社アルビ

オン）という会社が、地域づくり推進課が実施して

いる地域を支える「関係人口」創出・拡大事業を応

援しているのですけれども、この事業にどのような

形で関わっていて、どういう成果があったか教えて

いただけますか。

地域づくり推進課長

これは、当課の関係人口の創出・拡大に関するメ

インの事業でありまして、県内の関係人口の創出・

拡大に取り組みたいという受入れ団体と、地域に関

わりたいという首都圏の方々とのマッチングみたい

なことをやっています。主にイベントを 今コロ

ナでほとんどオンライン開催なのですが 定期的

に交流会みたいなのものを開催して、絆を深めてい

って、いずれは秋田に来ていただいて、最終的には

地域課題の解決につながっていければいいという取

組です。

関係人口の取組自体はここ二、三年の新しい取組

なので、成果が出てきているかと言われると、関わ

りの深い人はどんどん増えてはきているのですが、

目に見えた成果というのはまだ出てきておりません。

そういう事業にアルビオンから１００万円寄附いた

だいて、今進めているところであります。

原幸子委員（分科員）

アルビオンは、白神山地の宣伝とか、秋田県のい

いものを取り入れたいろいろなことをしているので、

そちらと何とかうまく、積極的に連携できないかと

思うのですが、何か方法はないでしょうか。

地域づくり推進課長

アルビオンは、この関係人口の創出・拡大に関す

る取組を直接実施しているわけではないのですけれ

ども、地域のお祭りに積極的に参加したりですとか、

私どもでやっている、あきた元気ムラ大交流会に出

店してくれたりなど、かなり積極的に関わりを持っ

ていただいております。更には県立大の学生を何人

か採用してもらうなど、非常に地域に貢献していた

だいておりまして、今後もこうした取組を通じてお

互いにウィン・ウィンな関係といいますか、県の取

組に助力いただければと思っております。

原幸子委員（分科員）

というのは、アルビオンの製品 化粧水とか乳

液とかありますけど の原料に、藤里町にある研

究所（アルビオン白神研究所）で栽培された植物が

取り入れられているなど、秋田県にはすごくいいも

のがあるのに、それを若い女性たちが知らないこと

が多いと思うんです。例えばの話、白神山地だって、

半分以上は秋田県ではないですか。例えばドラゴン

アイ（八幡平の山頂付近にある鏡沼のこと。雪解け

のようすが龍の眼のように見えることから、八幡平



- 34 -

ドラゴンアイと呼ばれている。）も、すごくテレビ

で上手に宣伝していたのに、岩手県にあると思って

いて、「岩手県に行かないと見られない。」と言う

人がいるんです。秋田県は宣伝が下手だから、全て

他県に持っていかれてしまう 何となくそこがも

ったいないと思うんです。以前、アルビオンがメイ

ンになって、全国誌の雑誌１冊丸ごと秋田県の特集

をして宣伝してくれたにもかかわらず、そこからの

広がりは見えませんでした。せっかくこんな部署が

あって、いいところがあるのにもったいないと思い

ます。

だから、今回の元気ムラの話もそうだったのです

けれども、秋田にはすごくいいものがあるのに、若

い人たち、特に女性に対して届いていない 響か

ない。多分、男性に対しても届いていないと思うの

です。せっかく若い人たちに、「秋田県にはこんな

にいいところがあるのだよ。」と教えてあげたいの

に、親も分からないから教えられないというのは、

すごく残念だと思うんです。せっかくこんなにいい

部署があるのですから、もう少しちゃんと秋田県に

はいいものがあることを宣伝してもらいたいと思っ

ています。これはお願いです。最後に部長から答弁

をもらえたら、私は幸せだなと思います。

あきた未来創造部長

今回の企業版ふるさと納税の話からちょっと外れ

ますけれども 委員がおっしゃるように、秋田県

にはいい素材がたくさんあります。委員が今挙げら

れたものはその一例だと思いますけれども、そうし

たものが人口の増などに必ずしも結びついていない

面があるのは、私も感じているところでございます。

ですので、これから秋田県の人口を増やすという観

点で見たときには、秋田には都会にはないいいもの

がたくさんありますので、そういったものを取り入

れながら、いかに秋田の 特に自然やそのほかい

ろんなものが、人が生活していく上で有効なのかを

ＰＲしながら、結果として人口の増に結びつけてい

くようなものになればいいと思っております。なか

なか具体的な話はできないのですけれども、私もそ

ういった認識を持って、これから人口減少対策など

に取り組んでいきたいと思っております。

鈴木洋一委員（分科員）

さっき聞き忘れたのだけれども、県内で企業版ふ

るさと納税を活用しているのは何市町村ありますか。

全ての市町村がやっているわけでもないのでしょう。

あきた未来戦略課長

令和２年度につきましては、８市町村です。

鈴木洋一委員（分科員）

少ないよね。２５市町村の半分にも満たない。も

っともっと活用すべきでないですか。

あきた未来戦略課長

令和元年はもう少し多くて、１０市町村くらいあ

ったのですけれども、昨年度はちょっと減っており

ます。

鈴木洋一委員（分科員）

個人を対象としたふるさと納税は、どの市町村も

やっていると思うのだけれども、企業版が８市町村

というのはちょっと少ないのではないか。せっかく

の制度がもったいないと思うよ。県からもどんどん

市町村にハッパをかけて、頑張ってください。

あきた未来戦略課長

確かにおっしゃるとおりでありますので、私ども

からも啓発をいたします。

鈴木洋一委員（分科員）

もったいないよ。企業への働きかけや調整を頑張

れば寄附金を受け取れて、その分地方交付税が減額

されるということもなく、県の財源が増える制度で

すよ。絶対に頑張ったほうがいいと思いますよ。

あきた未来戦略課長

制度の活用促進に努めてまいります。

島田薫委員（分科員）

国際教養大学について質問します。国際教養大学

の業務の実績に関する評価結果の１ページ目です。

午前中の杉本委員の質問にも関連しますが、資料

の真ん中辺りにある「新型コロナウイルス感染拡大

防止のための学内寮入居制限措置」に関して言えば、

教育の場 大学生活においては、オンライン授業

などでカバーできないところといいますか、その場

で経験できる、教育を受けられる機会を是非制限し

ないでほしいと思います。そういう意味では、先ほ

ど、設備改修を含めた感染対策を進めているという

説明がありましたが、是非そのような対策を進めて、

学内寮入居制限をなるべくしない、あるいは短くす

る方向で今後も検討していただきたいと思います。

それから、ワクチンの職域接種が進んでいる状況

において、今後期待されるといいますか この大

学は交換留学で、国外から学生が来て、また日本人

学生は国外に留学しています。ワクチンの職域接種

が進んできている中で、例えば国外から来た学生が

どのくらいワクチン接種を受けているのか、あるい

は日本人学生はどのくらい受けているのか 多分

かなりの方が受けていらっしゃると思うのですが

そういう中で交換留学の今後について、再開時期

とか、その辺りの方向性がどのようになっているか

教えてください。

高等教育支援室長

まず、寮についてですけれども、国際教養大学の

特色の一つに、１年次の寮生活の義務というのがあ

ります。これは、１年生は全員寮に入ってキャンパ

スの中で生活し、ほかの学生と交流することによっ

て学生が育っていくという考え方です。この部分が
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昨年度のコロナの影響で一部できなくなってしまっ

たのは非常に残念ではありますけれども、午前中の

審査でお話ししたとおり、今１年生に関してはほと

んどの学生がキャンパス内に戻ってきている状況で

す。とはいえ、留学生との交流は、今現在はできて

おりません。留学については、今海外に行ける状況

にはございませんけれども、いずれここの部分につ

いても、いつ海外渡航が再開できるのか情報を得な

がら、なるべく早く海外の留学生との交流も盛んに

できるようにしていきたいと考えております。

島田薫委員（分科員）

先日、近畿大学でワクチンの職域接種が始まり、

学生の留学を再開したとニュースになっていました。

国際教養大学についても、是非その方向で進めてい

ただければと思います。

佐藤正一郎委員（分科員）

ちょっとまた話題を変えまして、あきた未来戦略

課に伺います。

地方創生推進交付金あるいは地方創生拠点整備交

付金についてですが、コロナの前に始められた地方

創生のための拠点整備を行う事業に関して、資料

１７ページ、１８ページにいろんな施設整備の報告

が記載されています。その中で、４番のクルーズ船

の拠点（秋田港クルーズ拠点等整備事業）などにつ

いては、この事業で関連施設を整備しましたが、そ

の後コロナの影響でクルーズ船の寄港がなくなって

しまいましたから、ＫＰＩの実績がゼロになってし

まったのです。大変残念だと思います。しかし、そ

のほかの事業を見ましても、ＫＰＩ１７項目のうち

目標の６０％以上を達成したのは６項目で、残りの

３分の２については目標に対して実績が非常に少な

いという結果になっています。この交付金を使って

施設整備をしたから、この後成果が出てくるのだと

いう見方もできますが、設定した目標に対して実績

が半分にも届かないものもあります。ここら辺につ

いては、事業課それぞれのいろいろな見方があるの

かもしれませんが、未来戦略を担当している課とし

て、全体的に見てそこら辺をどのように分析されて

いますか。課長というよりも、次長にお伺いします。

あきた未来創造部次長（久米寿）

私もかつてあきた未来戦略課長としてこういった

業務に携わってまいりましたが、クルーズ拠点整備

以外の部分については、いろいろな研究であったり、

交流であったり、地場産業の生産活動の特化 ジ

ャンプアップに役立つものとして整備した経緯がご

ざいまして、そこにはユーザー側の経営戦略であっ

たり、経済情勢というものが絡みますので、息の長

い取組が必要ということでＫＰＩを設定した経緯が

あります。コロナ禍でそういった生産活動とかが一

定程度減退していることを差し引いても、委員の御

指摘を受けるまでもなく、達成率が低いという思い

はあります。これは所管部局だけの問題ではなくて、

あきた未来創造部は計画を取りまとめて報告する立

場にありますので、その辺りのてこ入れなど、ちょ

っと配意していく必要があると感じております。

佐藤正一郎委員（分科員）

そういった点で見ると、整備したこと自体は良か

ったと思うのですけれども １８ページにある近

代美術館とか、県立美術館などのケース（それぞれ、

秋田県立近代美術館リノベーション事業、秋田県立

美術館展示機能強化事業のこと。）も、せっかく整

備したけれども、その後コロナ禍で休館期間がすご

く長かったり、いろんな企画展もできなかったり、

仮に開館しても外出控えで県民の皆さんに実際に足

を運んでもらうのが難しかったりといった影響があ

ったと思うのです。ですが、この後コロナもいずれ

は収束する方向に向かうと思いますから、アフター

コロナを念頭において、こういった形でせっかく整

備したものが生かされるように、全体を総括する部

として事業課に求めていただきたいと思います。

あきた未来創造部次長（久米寿）

先ほどソフト戦略の中でも情報発信の在り方とし

て、伝えたいことと知りたいことのギャップみたい

なお話があったと思うのですが、正にその辺りだと

思います。例えば木高研（秋田県立大学木材高度加

工研究所）のＣＬＴ（Ｃｒｏｓｓ Ｌａｍｉｎａｔ

ｅｄ Ｔｉｍｂｅｒの略。繊維方向が直交するよう

に積層接着した木質系材料のこと。）についても、

この事業でそういったスペックの部材を生産する能

力を備えましたが、製品に対する付加価値の乗せ方

とか、市場から先のユーザーの需要動向などを踏ま

えながら、きちんと伝達していけるように各部と連

携していきたいと思っています。

佐藤正一郎委員（分科員）

次に、また別の視点で伺います。

大学の積立金の使途計画についてですけれども、

国際教養大学の例を見ますと、資料の２７ページに

は令和２年度の実績が、２６ページには今年度の計

画が記載されています。令和２年度については、目

的積立金や繰越積立金について、コロナによる感染

症対策等の様々な資金需要に対応するため、執行の

全部または一部を見送ったというケースがありまし

て、繰越積立金については全ての項目で執行を見送

っております。ただ、５番の令和２年度の繰越積立

金の実績に記載されている内容については、昨年度

実施を見送ったのですから、それを今年度に持ち越

して今年度の計画に上がっているのかと思えば、３

番の今年度の使途計画には全く別の内容が記載され

ているのです。ここの整合性がないのはなぜですか。

例えば、４番の令和２年度の目的積立金の実績と、
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２番の今年度の使途計画は、非常によくリンクして

整合性があるのです。目的積立金については、令和

２年度に実施できなかったものが令和３年度の使途

計画にちゃんと盛り込まれていたりして、整合性の

ある計画になっているのですが、繰越積立金につい

ては全く整合性が取れていないのはどうしてでしょ

うか。

高等教育支援室長

令和２年度の目的積立金と繰越積立金の使途計画

を立てた後、コロナ関連の資金需要に対応するため

に、執行の全部又は一部を見送りました。その後、

年度内に例えば補助金等を活用して対応できたもの

もありましたので、年度内に実施できたもの、でき

なかったものに分けて、改めて新しい使途計画を立

てたということでございます。例えば令和２年度の

繰越積立金使途計画に記載されているネットワーク

機器更新は、令和３年度の目的積立金使途計画に記

載しているなど、一度実施状況を整理して、改めて

使途計画を立てました。そのため、資料を見比べた

際に必ずしも見た目で分かるような記載になってい

ないのですが、先ほど申したとおり、実施状況を整

理した結果、このような使途計画になったというこ

とでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

そうすると、令和２年度にはこういう計画を立て

たが、実際に執行できなかったものもあったので、

その後、今答弁のあった補助事業を活用して実施し

たものとか様々なものをもう一度整理して、今年度

の計画を立てたということなのですね。

高等教育支援室長

そのような形で作った使途計画になります。

鈴木洋一委員（分科員）

まあいいのだけれども、こういう資料は、疑念を

持たれないように見た目でわかるようになっていな

いといけない。見た目で分からないのでは困るのだ

よね。別に反対しているわけではないのだけれど、

説明がきっちり付くように、見た目で分かるような

資料にしてもらわないと、今後まずいのではないで

すか。

高等教育支援室長

今後は分かりやすい資料づくりに努めていきます。

申し訳ありませんでした。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上であきた未来創造部関係の所管事項に関する

質疑を終了します。

ここで、説明者交代のため、休憩します。

再開は、午後２時２０分とします。

午後２時 ３分 休憩

午後２時１３分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐々木 雄 太

副委員長（副会長） 住 谷 達

委 員（分科員） 原 幸 子

委 員（分科員） 杉 本 俊比古

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 佐 藤 正一郎

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

説 明 者

議会事務局長 千 葉 雅 也

議会事務局次長 伊 藤 徹

総務課長 藤 田 良 彰

議事課長 鈴 木 久

政務調査課長 佐 藤 良 知

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

職員課長 小 潟 智 昭

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

議会事務局関係及び人事委員会事務局関係の議案、

請願、陳情等はありませんので、所管事項に関する

審査を行います。

質疑は、各課一括して行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で議会事務局関係及び人事委員会事務局関係

の所管事項に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、１０月６日、水曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、本委員会に

付託された請願について討論・採決を行います。

散会します。

午後２時１４分 散会
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令和３年１０月６日（水曜日）

本日の会議案件

１ 請願第４５号

沖縄県名護市辺野古新基地建設工事の中止を求

める意見書の提出について （討論・採決）

（不採択とすべきもの）

２ 意見書案（議員提出）

沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を沖縄県名護市

辺野古における新基地建設工事に使用しないよう

求める意見書 （検討）（意見不一致）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐々木 雄 太

副委員長 住 谷 達

委 員 原 幸 子

委 員 杉 本 俊比古

委 員 島 田 薫

委 員 佐 藤 正一郎

委 員 加 藤 麻 里

委 員 鈴 木 洋 一

書 記

議会事務局議事課 斎 藤 淳 子

議会事務局政務調査課

今 野 武 俊

総務部総務課 柴 田 穣

企画振興部総合政策課

田 中 紀 子

あきた未来創造部あきた未来戦略課

土 井 芳 晴

会 議 の 概 要

午後１時３２分 開議

出席委員

委 員 長 佐々木 雄 太

副委員長 住 谷 達

委 員 原 幸 子

委 員 杉 本 俊比古

委 員 島 田 薫

委 員 佐 藤 正一郎

委 員 加 藤 麻 里

委 員 鈴 木 洋 一

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部次長 石 黒 道 人

財政課長 村 田 詠 吾

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

あきた未来創造部長 小 野 正 則

議会事務局長 千 葉 雅 也

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員から発言通告がありませんので、

付託案件に関する質疑は終局したものと認めます。

次に、本委員会への付託議案はありませんので、

請願の取扱いについて決定します。

請願第４５号「沖縄県名護市辺野古新基地建設工

事の中止を求める意見書の提出について」を議題と

します。本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「採択」と呼ぶ者あり】

【「不採択」と呼ぶ者あり】

委員長

採否を決めるべきとの意見がありますので、討論

を行います。

加藤麻里委員

請願第４５号、沖縄県名護市辺野古新基地工事建

設の中止を求める意見書の提出について、賛成の立

場から討論を行います。

辺野古新基地建設工事については、沖縄県民はも

ちろんのこと、全国各地からも反対の声が上がって

いるにもかかわらず莫大な経費を投入し続け、コロ

ナ禍の今も行われています。その総工費について、

２０１４年に３,５００億円と示されましたが、

２０１９年には９,３００億円と、約２.７倍に膨れ

上がりました。その契約変更を見れば、総工費は今

後も大幅に増額する可能性があります。しかも、軟

弱地盤のため新基地完成後も地盤沈下が予想される

ことから、さらに補修費用がかさむ可能性があると

のことです。事業の完了も２０３０年代までずれ込

み、１０年以上先の安全保障環境がどうなっている

かも予測できません。ましてや、軟弱地盤といわれ

る辺野古新基地がアメリカにとって不可欠の基地で

あるという見通しも不透明になってきました。巨額

の税金をつぎ込み続ける前に一旦立ち止まり、客観

的に状況を確認する必要があります。

アメリカの会計検査院ＧＡＯは、議会の求めに応

じ、辺野古は政治的に持続可能ではないと報告して

います。日本の会計検査院は、独立した機関として

事実に基づき辺野古関連工費を精査すべきです。当

の沖縄県民が望んでおらず、実現性にも疑問がある

新基地建設に、天井知らずで税金を投入して許され

るはずがありません。

よって、請願理由は極めて妥当であるとの立場か

ら賛成するものです。
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委員長

ほかにありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は終局したものと認めます。

挙手により採決します。

請願第４５号は、採択すべきものと決定すること

に賛成の方、挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成少数であります。

よって、請願第４５号は不採択とすべきものと決

定されました。

次に、先に検討を依頼しておりました石川ひとみ

議員、加藤麻里議員提出の意見書案についてお諮り

します。

「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を沖縄県名護市

辺野古における新基地建設工事に使用しないよう求

める意見書」案について、御意見のある方はいらっ

しゃいますか。

杉本俊比古委員

この意見書に書かれている、先の大戦で亡くなら

れた戦没者の方々への追悼の思いというものは、私

とて全く同じでございます。

私の認識としてはそうした思いのもとに、意見書

案にある戦没者の遺骨収集については、国が戦没者

の遺骨収集の推進に関する法律第５条に基づく基本

計画を策定して施策を推進しているというふうに認

識をしております。

意見書案で示されている工事については、国の重

要な防衛政策として計画されているものであります

けれども、埋立てに使用する土砂の調達先について

は、政府は今年６月の国会でまだ確定していないと

答弁をしております。私は、この先実施段階に至っ

た場合においても、当然ながら当該基本計画を踏ま

えつつ進められるものと認識をしているところでご

ざいます。

このことから、一定の前提をもとにした意見書案

には賛成いたしかねるということでございます。

加藤麻里委員

私は、この意見書案に賛成の立場で意見を述べさ

せていただきます。

さきの６月議会では、沖縄戦戦没者の遺骨が混入

する土砂を辺野古新基地建設などの埋立てに使用し

ないことを求める請願書が、賛成１４、判定２８で

不採択となっています。

しかし、その後７月に沖縄県那覇市に住む沖縄戦

遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表、具志堅

隆松さんから、秋田県議会に「人道的見地から、沖

縄防衛局による「沖縄県本島南部からの埋め立て用

土砂採取計画」の断念を国に要請することについ

て」の陳情が提出されました。

また新聞報道によると、９月末までに沖縄県内で

は、沖縄県議会を含め１１の市町村議会で、また沖

縄県以外でも奈良県議会を含め５２の市町村議会で

意見書が可決されており、「沖縄戦の死者がいない

都道府県はない。戦没者との向き合い方が日本全体

で問われている話だ。」という奈良県の川口正志県

議のコメントもありました。

秋田県出身の菅首相が退任され、岸田新政権が誕

生した今、この問題を捉え直し、秋田県議会として

も新たな環境の中で判断すべきであると思います。

陳情理由にもありますように、秋田県議会に対し、

基地建設に賛成か反対かではなく、人道上の問題と

して戦没者の威厳を守るべく意思を表示して欲しい

というその声に応えるべきだと考えます。

よって委員会提出の意見書として提出することに

賛成いたします。

委員長

本意見書案については意見の一致がみられません

ので、この旨、議会運営委員会に報告することとし

ます。

次に、９月議会の審査においては本委員会への付

託議案がないことから、明日の本会議において委員

長報告を行いませんので、あらかじめお伝えします。

以上をもちまして、本委員会に付託されました案

件の審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

午後１時４０分 散会


